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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

売上高 (千円) ― ― ― ― 4,256,886

経常利益 (千円) ― ― ― ― 661,754

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) ― ― ― ― 436,970

包括利益 (千円) ― ― ― ― 403,217

純資産額 (千円) ― ― ― ― 3,563,456

総資産額 (千円) ― ― ― ― 7,732,233

1株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 448.19

1株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― 56.16

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 55.29

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 44.4

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 12.7

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 8.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 252,733

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △322,218

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 362,208

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― ― 4,064,327

従業員数
(名)

― ― ― ― 343
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔―〕 〔―〕 〔―〕 〔―〕 〔46〕

 

(注)1． 第43期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。また、第43期の自己

資本利益率は、連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。

2． 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間

の平均人員を〔　〕外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

売上高 (千円) 14,392,106 4,273,010 4,179,864 4,161,843 3,996,699

経常利益 (千円) 516,416 815,454 804,600 951,856 703,250

当期純利益 (千円) 134,319 401,833 489,196 803,690 486,204

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 75,800 75,800 75,800 259,800 259,800

発行済株式総数 (株) 151,600 151,600 151,600 8,080,000 8,080,000

純資産額 (千円) 1,355,946 1,729,736 2,157,214 3,268,664 3,426,177

総資産額 (千円) 5,137,478 5,431,688 5,903,944 6,669,568 7,229,559

1株当たり純資産額 (円) 8,944.24 228.20 286.48 407.06 446.84

1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額)

(円)
190.00 300.00 400.00 14.00 18.00
(―) (―) (―) (―) (―)

1株当たり当期純利益 (円) 911.95 53.01 64.85 106.50 62.49

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 102.72 61.53

自己資本比率 (％) 26.4 31.8 36.5 49.0 47.4

自己資本利益率 (％) 10.7 26.0 25.2 29.6 14.5

株価収益率 (倍) ― ― ― 6.4 7.6

配当性向 (％) 20.8 11.3 12.3 13.1 28.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 557,564 675,834 499,948 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 28,672 8,507 414,355 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △544 △217,719 76,286 ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 2,313,853 2,780,477 3,771,068 ―

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
272 263 274 279 268

〔34〕 〔38〕 〔33〕 〔20〕 〔17〕

株主総利回り (％) ― ― ― ― 72.2
(比較指標：東証スタン
ダード市場指数)

(％) (―) (―) (―) (―) (134.1)

最高株価 (円) ― ― ― 789 683

最低株価 (円) ― ― ― 674 462
 

(注)1． 第39期から第42期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

2． 当社は、2024年12月13日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき50株の割合をもって

分割しておりますが、第40期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当
期純利益を算定しております。

3． 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第39期は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

また、第40期及び第41期については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価
が把握できないため記載しておりません。
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4． 2025年3月19日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場したため、第42期の潜在株式調整後1株当た

り当期純利益は、新規上場日から第42期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
5． 第39期から第41期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

6． 主要な経営指標等のうち、第39期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した

各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
7． 第40期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新宿監査法人により監査

を受けております。
8． 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年3月31日)等を第40期の期首から適用しており、第

40期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
9． 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間

の平均人員を〔　〕外数で記載しております。
10．2025年3月19日付をもって東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場したため、第39期から第42期の株主総
利回り及び比較指標については記載しておりません。なお、第43期の株主総利回り及び比較指標は、第42期の
末日を基準として算定しております。

11．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、2025年3月19日付
をもって同取引所に上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。

12．第43期より連結財務諸表を作成しているため、第43期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動による
キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び
現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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2 【沿革】

年月 概要

1984年 3月 東京都文京区湯島に株式会社メディックスを設立し、広告制作プロダクション事業を開始

1985年 9月 本社を東京都千代田区神田北乗物町に移転

1987年 7月 本社を東京都千代田区神田美倉町に移転

1991年 5月 本社を東京都千代田区鍛冶町に移転

1992年 4月 営業部門設立/印刷物を中心としたプロモーション提案を行う

1992年12月 本社を東京都千代田区神田須田町に移転

1997年 8月
事業領域の拡大。インターネット広告代理店へと業態転換
ネット広告営業部発足

2004年 2月 本社を東京都中央区銀座に移転

2007年 6月
「Omniture認定代理店」を取得(SiteCatalyst、SearchCenter)し、アクセス解析の導入・運用を行
うソリューショングループを発足

2012年10月 本社を東京都千代田区霞が関に移転

2015年 5月 Marketo販売パートナー契約を行い、マーケティングオートメーションの導入・運用サポートを開始

2015年11月 「CRITEO認定代理店」としてワンスターを獲得

2016年 4月 スペースキット株式会社(旧社名：株式会社データドック)を設立(2023年3月に清算結了)

2016年 4月 フィード広告の効果を最大化させる「MEDIX-Feed Management　サービス(M-Feed)」の提供を開始

2016年 6月 本社を東京都中央区築地に移転

2017年 4月
顧客の持つデータの活用を支援するために、ソリューション開発部(主にMA/CRM/アクセス解析関連
データの統合及びシステムの設計・導入・運用サポートを行う)と統合マーケティング室(主に広告
関連データの統合・分析・予算最適化を行う)を設立

2019年 3月 本社を東京都千代田区神田神保町に移転

2020年 3月 台湾に美迪科思行銷股份有限公司を設立(2023年2月に株式の一部売却により非子会社化)

2025年 3月 東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場

2025年10月 株式会社Sales Labの株式を取得し連結子会社化

2026年 1月
亞星通股份有限公司(台湾)の株式を取得し、同社及びその子会社(株式会社スタートアジア ジャパ
ン、日台通販國際股份有限公司、美迪科思行銷股份有限公司)を連結子会社化
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3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社(株式会社Sales Lab、亞星通股份有限公司、株式会社スタートアジアジャ

パン、日台通販國際股份有限公司及び美迪科思行銷股份有限公司）5社の合計6社で構成されております。

当社グループの事業は、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、以下サービスごとに説

明を記載しております。

(1) 事業の特徴

当社グループは、デジタルマーケティング支援事業として、インターネット広告販売(運用型広告)、マーケ

ティングDX/アクセス解析、Webサイト制作、インサイドセールスによる営業支援、並びに台湾・アジア市場への

進出支援など、顧客企業の事業成長を多角的に支援する各種サービスを提供しております。

特に運用型広告(検索連動型広告、ディスプレイ広告、フィード広告の総称)に注力し、広告枠を販売・運用し

手数料を受け取るインターネット広告が主力サービスとなっておりますが、特徴的なのは、デジタルマーケティ

ング全体を一貫してプランニングすることです。有効な施策を計画し、適切なKPIを設定、自ら実行することで、

デジタルマーケティング全体を最適化します。

当社グループは、デジタルマーケティング活動の展開に必要なソリューションを包括的に提供しており、これ

ら個々のサービスを有機的なつながりをもった戦略として提供すべく、徹底したヒアリングから提案・制作・出

稿・運用・結果の解析まで、一本化した窓口(ワンストップ体制)を通じて実施しております。

 

 
具体的には、アカウントプランナーと各専門領域(運用型広告、Webサイト制作、マーケティングDX/アクセス解

析、営業支援、海外マーケティング支援)を担当するエキスパート(スタッフ)が在籍しております。アカウントプ

ランナーは、いわゆる“営業”とは異なり、デジタルマーケティングの総合的知識を持ったプロフェッショナル

として、集客、制作、解析・分析、CRMといったデジタルマーケティング活動全体を設計。それぞれのエキスパー

トを統括し、個々の活動の実施・運用・分析・報告、すべてを一貫してコントロールします。
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当社グループの、包括的なサービスをアカウントプランナーを窓口とするワンストップ体制で提供している点

は、継続的に長年取引をいただけている顧客をはじめとして、当社グループの多くの顧客から、評価をいただけ

ているポイントの一つとなっていると考えております。

 

なお、当社グループは下記の認定をパートナー(メディアやツールベンダー)から受けております。

● Google Premier Partner

● LINEヤフー Sales Partner 認定パートナー Select

● Criteo Certified Partners SILVER

● Meta Business Partners

● X広告認定代理店

● SmartNews Ads Bronze Partner

● Indeed認定パートナー Silver

● RTB House 代理店プログラム Bronze

● Marketo サービスパートナー STANDARD

● アドエビス認定パートナー

● AD EBiS PARTNER GOLD

● KARTE Partner Accelerate Program Official Partner

● HubSpot認定パートナー

● Microsoft Advertising Select Partner

● ITmedia
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(2) 販売方針と主な商品及びサービスの特徴

　① 販売方針

当社グループでは「BtoC領域」「BtoB領域」「データマネジメント・その他領域」の3つの領域に分けて販売

方針を立てております。

「BtoC領域」「BtoB領域」はともにインターネット広告を主軸とするデジタルマーケティングの総合支援サー

ビスであり、検索連動型広告、ディスプレイ広告、フィード広告といったインターネット広告のほかに、広告の

受け皿となるWebサイト制作、またデジタルマーケティング施策全体の効果改善のためのデータ計測、レポー

ティング及びダッシュボード化、データ分析、コンサルティング等を行うデータマネジメントのサービスを販売

また実行しております。当社グループの顧客が対象としている事業がBtoC事業かBtoB事業かによってデジタル

マーケティング支援のやり方やノウハウは大きく異なるため、当社グループではそれぞれ専門組織を作り、組織

戦略や販売方針を分けて当社グループの売上拡大に向けてマネジメントしております。

BtoCの事業は、ターゲットが多く、リードタイムが短いのが特徴となるためインターネット広告の運用改善

がデジタルマーケティングを成功させる上で非常に重要と考えており、広告運用体制の充実や広告クリエイ

ティブをはじめとした効果改善ノウハウの蓄積に重点をおき、顧客のデジタルマーケティングの効果を改善す

る事で新たな予算を獲得し、当社グループの売上拡大を促進しております。

BtoBの事業は、ターゲットが少なく、リードタイムが長いのが特徴となるためインターネット広告の運用改

善のプライオリティはBtoC程は高くなく、代わりに獲得したリードを育成するためのコンテンツ制作やイン

ターネット広告の配信状況とオフラインでの営業状況のデータ連携をした上でのデータ分析がデジタルマーケ

ティングを成功させる上で非常に重要と考えており、素早く良質なコンテンツ制作を可能にする環境整備やWeb

サイト制作の専用パッケージ化等を行うなど、インターネット広告はもちろん、インターネット広告以外の取

引を拡大することで当社グループの売上拡大を促進しております。

「データマネジメント・その他領域」は、デジタルマーケティングの総合支援サービスではなく、データマ

ネジメント施策(マーケティングDX、アクセス解析、Webサイト制作)単体で提供領域を切り出しマネジメントす

ることで、スピーディーにサービスを磨き・進化させながら、事例や知見の集約を行うことで、将来の当社グ

ループの成長を牽引する領域とすることを目論み、売上拡大を促進していくことを方針としております。当社

グループの競合にあたるインターネット広告代理店の中には、データマネジメント・その他領域のサービスを

行っていない企業も多くあるため、各サービスごとに市場のニーズに合わせた販売戦略を立案し当社グループ

の売上拡大を促進しております。

 
　② BtoC領域の商品及びサービスの特徴

BtoC領域はインターネット広告を主軸とするデジタルマーケティングの総合支援サービスであるため、運用型

広告、マーケティングDX・アクセス解析、Webサイト制作と、デジタルマーケティング施策を幅広く販売してお

ります。それぞれの商品サービスの特徴は以下のとおりです。

a．運用型広告

運用型広告には、大きく検索連動型広告、ディスプレイ広告(動画広告・SNS広告を含む)、フィード広告

があります。

検索連動型広告とは、検索エンジンでユーザーが検索したキーワードに関連した広告を検索結果画面に表

示する広告であり、リスティング広告とも呼ばれます。

当社グループは検索連動型広告において20年以上にわたる経験と実績を持ち合わせております。その知識

と経験を持ち合わせた当社グループのアカウントプランナーがヒアリングを重ね、顧客の課題にあった検索

連動型広告を提案し、運用の際はアカウントプランナーと運用のプロであるスタッフがタッグを組み、初期

設計(キーワード選定・原稿制作・アカウント構築)から分析・改善を一貫して実施することで、より良い広

告効果を生み出すことが可能となっております。

ディスプレイ広告とは、WebサイトやWebアプリ内の広告枠に表示される画像広告、動画広告、テキスト広

告等を総称するもので、消費者へのブランド訴求、自社サイトへの誘導や、資料請求や商品購入において大

きな効果が期待できるものです。主流はアドネットワーク広告に代表される「運用型」です。この広告で効

果を上げるには、日々更新される実績データを基に、その時々に合った運用をスピーディーに細かく行って

いくことが求められます。

また、当社グループは2016年に、効果のあるクリエイティブを生み出すための広告クリエイティブ専門組

織「B-SOKU」を立ち上げました。この「B-SOKU」の使命は、クライアントのプロモーションを成功に導くこ

とにあり、狭い範囲の機能を担う部署ではなく、広告効果を最大限に高めるために様々な知見を幅広く駆使

する制作のスペシャリスト集団です。また「B-SOKU」の最大の強みは、効果につながる「質」を担保したク
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リエイティブを生み出せることです。営業部門と連携し、PDCAサイクルの構築、それに沿ったクリエイティ

ブの作成、広告運用に乗せての実践的な結果分析を、確実・スピーディーにこなします。

フィード広告とは、自社の商品データを複数の広告メディアに合うよう、広告配信先のメディアのフォー

マットに変換して送信するデータフィードという仕組みを使った広告のことです。例えば、ダイナミックリ

ターゲティング広告や商品リスト広告などは、一般的に効果の高いフィード広告ですが、さらに、効果を上

げるためには、各メディアの特性に合わせたフィード設計が非常に重要です。また、大量の商品・案件を扱

う、ECサイト、求人サイト、不動産サイトなどでは、システムによる自動化も必須となります。

そこで当社グループは、2016年から「M-Feed」という高機能フィード作成ツール、フィード設計、メンテ

ナンス、解析によるPDCAを、セットで提供するサービスを開始しました。この「M-Feed」により、フィード

広告の特性に合わせた最適な提案と運用を行います。

 
b．マーケティングDX・アクセス解析

マーケティング分野でも「DX」(デジタル変革)が加速する昨今ですが、当社グループは業界に先駆けて

2007年に専門組織を立ち上げ、データ計測や分析、改善施策立案の実績を積み上げてきました。当初はWeb

広告データ、Web行動ログが中心となっておりましたが、CRMやMAの導入支援・活用支援等にサービスを拡大

し、取り扱うデータも顧客データや購買データ等に拡大、また個別に分析・活用した部分最適に留めるので

はなく、データ統合・可視化を通じ、デジタルマーケティングだけでなく、顧客のマーケティング活動全体

に関する領域で、導入支援から施策立案・運用までをトータルでサポートし、事業KPI・マーケティングKPI

を最大化するサービスに成長しております。

2021年には企業のマーケティング分野のDXを支援するソリューション「M-Data(エムデータ)」の提供を開

始しました。これは、データ取得・統合、可視化、分析、予測までを網羅し、マーケティングDXをワンス

トップで実現・支援するソリューションです。BigQuery×Tableauでのデータ統合環境を構築し、顧客の経

営層から現場に至るまでの事業KPIを整理&可視化することができます。長年に渡る数多くのデータ活用、分

析設計・設定、レポート、PDCAによる、豊富な知見とノウハウを持つ当社グループだからこその高品質な

サービスです。

 
c．Webサイト制作

Webサイトの制作・改善を中心に、クリエイティブでマーケティングの課題を解決する「Webインテグレー

ションユニット」の前身である制作プロダクション事業は、1984年の創業時の事業でもあり、最も歴史のあ

る専門組織です。

Webサイトは、コーポレートサイトやブランディングサイト、ECサイトなど多様な形と目的を持ち、商材

やターゲットによっても、そのアプローチは様々です。デジタルマーケティング全体の中で、そのサイトが

担うべき役割と持つべきゴールをしっかりと定義し、そこへと訪問者を導くWebサイトとなるために、当社

グループは綿密な情報設計(Information Architecture)とスマートなインターフェース(User Interface)を

重視して、サイト構築を行っております。中でも、アクセス解析を基にしたUI設計に強みがあります。制作

ディレクターを中心に、アカウントプランナー、解析ディレクター、デザイナー、テクニカルディレク

ター、コピーライターがWebサイト制作に参加し、プロジェクトのスタートアップから企画・構築・運用・

解析まで一気通貫で対応します。
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　③ BtoB領域の商品及びサービスの特徴

BtoB領域もBtoC領域同様、インターネット広告を主軸とするデジタルマーケティングの総合支援サービスであ

るため、運用型広告、マーケティングDX・アクセス解析、Webサイト制作と、デジタルマーケティング施策を幅

広く販売しており、「認知・共感」から「調査・商談」さらに「ファン化」まで、BtoB企業のマーケティングに

対する幅広い対象領域に対して、クライアントの成長フェーズに応じた適切なソリューションを提供しておりま

す。それぞれの商品サービスの特徴はBtoC領域にて記載した内容と同様となるため割愛いたします。

 
　④ データマネジメント・その他領域の商品及びサービスの特徴

データマネジメント・その他領域は、データマネジメント施策やWebサイト制作等を単体で各専門組織が販売

しております。主な販売商品サービスはマーケティングDX・アクセス解析、Webサイト制作となります。それぞ

れの商品サービスの特徴はBtoC領域にて記載した内容と同様となるため割愛いたします。
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4 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社)      

㈱Sales Lab
(注)3

東京都港区
(百万円)

50
デジタルマーケティング
支援事業

100.00
営業上の取引
資金の貸付

亞星通股份有限公司
(注)3

台湾台北市
(千台湾ドル)

5,235
デジタルマーケティング
支援事業

77.65 従業員の出向

㈱スタートアジア
ジャパン
(注)4

東京都千代田
区

(百万円)
3
デジタルマーケティング
支援事業

100.00
(100.00)

―

日台通販國際股份有
限公司
(注)4

台湾台北市
(千台湾ドル)

500
デジタルマーケティング
支援事業

100.00
(100.00)

―

美迪科思行銷股份有
限公司
(注)5

台湾台北市
(千台湾ドル)

500
デジタルマーケティング
支援事業

100.00
(86.00)

営業上の取引
従業員の出向
資金の貸付

 

(注)1．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

3．特定子会社に該当しております。

4．株式会社スタートアジアジャパン及び日台通販國際股份有限公司は、亞星通股份有限公司が100％出資する当社

の連結子会社(孫会社)であります。

5．美迪科思行銷股份有限公司は、亞星通股份有限公司が86％、当社が14％出資する当社の連結子会社(孫会社)であ

ります。

6．議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。
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第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは「自由と責任」及び「信頼」を経営理念に掲げ、当事者意識をもって事にあたり、立場にとら

われず正しいと信じることを提案・発言しながら、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築することを重視

しております。変化の激しいインターネット広告代理店業界において、自らが率先して複雑さと変化をキャッチ

アップし、成長・進化し続けてきました。そして、今後もさらなる成長・進化を目指すということを、社内外に

改めてきちんと表明しようと、40周年を迎えた2025年3月期に、目指す企業像をロゴ・ステートメント・タグライ

ンで表現したものを発表しました。

 

 
また、ビジョンとして掲げる「デジタル領域のNo.1マーケティングパートナー」を目指し、短期的なプロモー

ション課題に対する解決策だけではなく、本質的にクライアントのビジネスに貢献することを目指して、中長期

にわたる課題解決を何よりも大切にしております。

今後もさらなる既存事業の拡大や新規事業への投資等も行いながら、企業価値の継続的な向上を目指してまい

ります。

 
(2) 経営環境
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当社グループの属するインターネット広告市場の2022年度の市場規模は2兆9,340億円(前年比112.2％)でした。

(出所：矢野経済研究所「2023 インターネット広告市場の実態と展望」2023年11月発表)

このインターネット広告市場は年々拡大しておりますが、2021年は景気回復と急速なDX化の影響により大幅な

増加を遂げた一方で、2022年はコロナ禍中にオフラインからオンラインに振替られていた広告主の予算がオフラ

インに戻り、市場の成長率が前年に比べて鈍化しました。なお、2023年度も引き続き成長するものの、前年から

の傾向は続き、市場規模は3兆1,180億円(前年比106.3％)が見込まれており、2024年の同市場は、前年比106.0％

の3兆3,050億円に、その後毎年107％程度の前年比で成長をつづけ、2027年の同市場は、4兆870億円に成長すると

予測されております。

広告の運用手法別では、運用型広告が引き続き拡大しており、2022年度には2兆4,288億円(前年比113.2％)、市

場構成比は82.8％と市場拡大を牽引しております。デバイス別では、スマートフォンの広告市場が拡大してお

り、2015年度には市場規模が約6,000億円で構成比は約4割でしたが、2022年度には2兆4,704億円に達し、市場構

成比は全体の84.2％を占めております。広告フォーマット別では、近年の動画配信プラットフォームの成長に伴

い動画広告市場も拡大しており、2022年度は6,202億円(前年比116.0％)でした。動画メディアはYouTubeが、圧倒

的なシェアを持っておりますが、近年TikTokとTVerの成長が著しく、TVerは2022年3月期の売上高が47億7,500万

円で前期比184.6％と、高い伸長率で伸びており業界が注目しております。

近年のインターネット広告代理店業界は、市場の成熟化とともに競争は激化しておりますが、依然として業界

全体は拡大が続いております。

また、マーケティングDX/アクセス解析、Webサイト制作サービスがターゲットとする企業のデジタルマーケ

ティングを、IT及びビジネスの側面から支援する2023年の国内のデジタルマーケティング市場規模は、事業者売

上高ベースで3,019億9,000万円と推計されており、2024年の同市場は、前年比114.0％の3,442億5,000万円に、そ

の後毎年113％程度の前年比で成長をつづけ、2027年の同市場は、5,016億円に成長すると見込まれております。

CRM/SFA及びMAでは大手企業だけでなく中小企業による活用が増加傾向にあり、導入するユーザー企業の層が拡

大しており、かつてのように大企業が大規模な投資をするケースは少なくなっていきますが、未開拓の層を中心

に今後も市場は拡大していく見通しであり、CDP(注)に関しては成長期であり、今後も拡大していく見込みであり

ます。

また、CRM/SFAやMAなど様々なデジタルマーケティングツールの導入が進んだことで、ユーザー企業の内部に

様々なデータが蓄積されるようになりました。さらにAIの活用が進んでいることで、AIの学習に用いる社内デー

タの重要性が高まっている点も市場の追い風になっているといわれております。(矢野経済研究所「2024年版 デ

ジタルマーケティング市場の実態と展望」2024年7月)

(注)CDP(Customer Data Platform)とは、あらゆる顧客データを一つのシステムに集約し、活用しやすいように整

理・統合するためのプラットフォームのことです。
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(3) 経営戦略

当社グループは、成長戦略コンセプト「Beyond広告」のもと、現在の主力事業であるインターネット広告事業

を確実に成長させながら、デジタルマーケティング市場全体において、既存のサービスのシェア拡大並びに新商

品等の投入、さらには新領域への進出による事業成長を図っていきたいと考えております。当社グループはクラ

イアントのビジネスモデル特性(BtoC、BtoB)をベースに中長期的な視野で成長を牽引していきたい領域(データマ

ネジメント・その他)も鑑み、3つに領域を分け経営戦略を構築しております。なお、戦略3領域と商品及びサービ

スの関係性は以下のとおりです。

 

 
① インターネット広告市場におけるシェア拡大を軸にしたBtoC、BtoB領域における拡大

当社グループとしては、インターネット広告の領域でのさらなる成長を目指し企業成長の基盤に据えていきた

いと考えております。広告効果の向上のためには、広告クリエイティブの品質向上・差別化が非常に重要となっ

ており、当社グループでは、バナー広告やLP(ランディングページ)、動画広告といったネット広告の制作に特化

した広告クリエイティブ専門組織があります。それは、狭い範囲の機能を担う部署ではなく、広告効果を最大限

に高めるために様々な知見を幅広く駆使する、スペシャリスト集団です。専門知識を有する経験豊富なディレク

ターやデザイナー、ライター、コーダー、プランナーなどが集結し、チームを構成しております。クリエイティ

ブを社内で完結する仕組みを持ちつつ、外部パートナーとの強いネットワークも構築し、専門性、キャパシティ

ともに、個々の案件に最適な体制を用意して、毎月、数百のクリエイティブを作成しておりますが、この組織強

化をさらに図っていきます。加えて、当社グループの特徴としては、アカウントプランナーと各専門領域を担当

するエキスパート(スタッフ)が在籍しております。アカウントプランナーは、いわゆる“営業”とは異なり、デ

ジタルマーケティングの総合的知識を持ったプロフェッショナルとして、集客、制作、解析・分析、CRMといった

デジタルマーケティング活動全体を設計。それぞれのエキスパートを統括し、個々の活動の実施・運用・分析・

報告、すべてを一貫してコントロールさせていただいております。そして、アカウントプランナー一人当たりの

担当顧客数を数社に絞る専任制により、顧客の成果にこだわる運用を特徴として磨き続けてきており、業界の中

でも高い顧客グリップ力が実現できており、この強みをフックにさらなる事業拡大を目指していきます。

特に、BtoB領域は、「第1　企業の概況　 3　事業の内容　 (2) 販売方針と主な商品及びサービスの特徴」に

も記述したようにBtoC領域以上に、獲得したリードを育成するためのコンテンツ制作やインターネット広告の配

信状況とオフラインでの営業状況のデータ連携をした上でのデータ分析がデジタルマーケティングを成功させる

上で非常に重要と考えており、素早く良質なコンテンツ制作を可能にする環境整備やWebサイト制作の専用パッ

ケージ化等を行うなどフォーカス業界(SaaS、製造業)をきめて推進することで、インターネット広告はもちろ

ん、インターネット広告以外の取引を拡大することで売上拡大を促進したいと考えております。当社グループは

1998年、企業向けIT製品情報サイト「キーマンズネット」の営業と制作支援を開始して以来、IT系企業を中心に

400社以上のBtoB企業のマーケティングを支援してきました。「顧客視点」と「ソリューションニュートラル」な

姿勢は、この領域での成長を牽引する一つの大きなエンジンにしていきたいと考えております。

 
② データマネジメント・その他領域を軸にしたデジタルマーケティング支援の拡大

マーケティング分野でも「DX」(デジタル変革)が加速する昨今ですが、当社グループは業界に先駆けて2007年

に専門組織を立ち上げ、これまで実績を積み上げてきました。従来のようにWeb広告データ、Web行動ログ、顧客

データ、購買データなどを個別に分析・活用して部分最適に留めるのではなく、データ取得・統合・可視化・分

析、施策展開のそれぞれの領域で、導入支援から施策立案・運用までをトータルでサポートし、事業KPI・マーケ

ティングKPIを最大化する支援へ領域を拡大していくことにより、Webサイト制作支援もからめながら、デジタル

マーケティング支援会社として拡大を図っていきます。そのためにはパートナーとの連携や共同商品づくりの活
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動も強化していきたいと考えております。

 
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループが重視している経営指標は、売上高、営業利益、売上高営業利益率及び3期以上取引のある顧客の

売上高であります。事業拡大と収益率向上により企業価値の向上と株主価値の向上を図ってまいります。

 
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社グループの優先的に対処すべきと考える事業上の課題は以下のとおりであります。当社グループを取り巻

く市場環境は、今後も継続的な成長が見込まれているため、クライアント基盤を拡大させながら現在のサービス

品質の維持・持続的な向上をさせることが、重要な課題であると認識しております。また、業務運用の効率化や

リスク管理のための内部管理体制のさらなる強化が重要な課題であると認識しております。このため、バックオ

フィス業務の整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するための内部管理体制強化に取り組んでまいりま

す。なお、財務上の課題については、内部留保が十分確保されており、借入等による機動的な資金調達も可能で

あることから、特段の該当事項はありません。

① サービス品質の維持・持続的な向上

サービス品質の維持・持続的な向上をさせることが、重要な課題であると認識しております。そのため、AIや

ツールを活用した運用型広告、広告クリエイティブ、デジタルマーケティング支援の自動化・品質の維持向上や

人材の採用と育成に取り組んでまいります。

 
② クライアント基盤の拡大

既存クライアントとの継続的な関係構築、新規クライアントの開拓推進が重要であると考えております。

当社グループは、短期的なプロモーション課題に対する解決策だけではなく、本質的にクライアントのビジネ

スに貢献することを目指して、中長期にわたる課題解決を何よりも大切にしており、現状では、信頼と実績を背

景に顧客との深い関係性を築き、安定した取引基盤を確立しており、既存の顧客からの取扱高が95.1％(2026年3

月期)を占めております。質の高いデジタルマーケティングサービスを提供することで、代理店を介さない直接取

引クライアントとの取引を拡大しながら、セミナー、イベントの活動推進、他広告代理店、パートナーとの協業

を拡大することで、新たな顧客の獲得をめざし、さらに強い安定した顧客基盤の構築に取り組んでまいります。

※顧客の取引開始時期別広告取扱高推移の図は、提出会社単体の実績となります。

 
③ 人材の採用と育成のさらなる強化

当社グループの企業規模の拡大及び成長のためには、高品質で顧客満足度をさらに向上させるサービスを提供

していくことが必要であると考えております。そのためには、当社グループでは、採用活動を積極的に推進する

とともに、社員への教育体制の整備及び改善、そして、人が活躍する職場環境づくりを強化しつづけることで

個々人の才能を伸ばすとともに、社員全員が経営理念や経営方針を深く理解し、社員が活き活きと持っている力

を存分に発揮し、成長速度を高める環境づくりを推進してまいりました。その結果現在では、オープンワークの

企業評価点(OpenWork「社員による会社評価スコア」2026年3月31日時点)においてもインターネット業界の平均値

を大きく上回るスコアを獲得し、「20代成長環境ランキング」で、上位1％にはいる2,766社中19位、「総合評価

ランキング」でも上位4％にはいる2,766社中107位にランクインするまでになりました。この強みをさらに強化す
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べく、従来からの当社グループの独自の施策である外部研修補助制度や、コンピテンシー評価制度などに加え、

2023年4月に上位職級の人事制度改定を行い、現在の職級にとらわれることなく、都度最適なアサインを行う「役

割期待グレード制度」に変更するなどの取組を開始しました。また、人材流動性の活性化施策としての「イマコ

レシート」(注)を導入し、従業員とのより密なコミュニケーションを行う取組を開始しました。今後も人材がよ

り成長できる環境づくりを行うことで、人がより高いパフォーマンスを発揮するとともに、より優秀な人材が集

まってくる企業へと進化をしていきたいと思っております。

(注)「イマコレシート」とは、社員の部署間やプロジェクト単位での適材適所の配置を行うことで、個々の成長

機会を最大化し、組織全体の活性化と生産性の向上を目指すために、一人ひとりのスキルや希望、現状の役

割を見える化するために開発されたシートです。

 

 
④ コーポレート・ガバナンス体制の強化

当社グループが持続的な成長を維持していくためには、内部管理体制の強化を通じた業務の標準化・効率化が

重要であると考えております。それらの実効性を高めるための環境を整備し、組織的な統制・管理活動を通じて

リスク管理を徹底するとともに、業務の標準化と効率化を目指しております。また、コーポレートガバナンス・

コードの基本原則に従い、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーからの社会的信頼に応えていくこ

とを企業経営の基本的使命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポ

レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。その取組の一つとして2023年3月には監査等委員会設置会社

へ移行するとともに、社外取締役を取締役メンバーに加え取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の

適法性、妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現しております。
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2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) ガバナンス

当社グループは、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題を経営上の重要課題として

認識しております。当社グループのサステナビリティに関する取組や、人的資本への経営資源の配分を進めることで

企業価値の向上を図っております。

また、リスク・コンプライアンス委員会において、当社グループのサステナビリティに関連するリスクの把握及び

適切な対策を講じており、社会貢献、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

 

(2) 戦略

当社グループでは、人的資本が企業の価値創造の源泉であると考えております。しかしながら、少子化の流れから

も慢性的な人材不足は今後も継続すると考えられており、サステナビリティ経営を行っていくには人材の確保と育成

が重要課題と認識しております。そのため従業員のモチベーションを高め、人材育成を一層推進してまいります。今

後、経営戦略に連動した人材戦略を策定し、体制を構築していく予定です。

 

(3) リスク管理

当社グループは、リスクの把握、管理、対応のため「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を定め、リ

スク・コンプライアンス委員会において当社グループのサステナビリティに関連するリスクの把握及び適切な対策を

講じております。リスク管理の内容については、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外

部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、潜在的なリスクの早期発見に努めてまいります。

 

(4) 指標及び目標

当社グループでは、企業価値の持続的な向上を図る上で人材が最も重要であると認識しており、年齢や性別等にと

らわれずその能力や成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。また、少子高齢化により国内の労

働人口が減少する中、優秀な人材の確保及び定着に努めるとともに、職場環境の整備を進め、従業員の能力を最大限

に発揮できるよう努めてまいります。人事評価についても、処遇面における公平性、透明性を確保し、成果を出した

従業員がさらにチャレンジできるよう適切かつ公平な仕組みを整備しております。

しかしながら、人的資本における指標については、現時点で具体的に定めていないため、記載しておりません。今

後、指標を定めて取り組んでいく予定です。
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3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと

おりであります。当社グループといたしましては、このようなリスク要因の存在を認識した上で、その発生を未然

に防ぎ、万一発生した場合でも適切に対処するよう努める所存であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

(1) インターネット広告を巡る事業環境について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響

度：大)

当社グループが主たる事業を展開するインターネット広告業界は、インターネットの普及や技術革新により市場

規模が過去十数年で急速に拡大いたしました。しかしながら、インターネット広告業界に限らず広告業界は、景気

変動の影響を敏感に受けやすく、今後景気が悪化し、市場規模が想定したほど拡大しない場合には、当社グループ

の事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

また、運用型広告市場の拡大や、多種多様な媒体の登場により取引が高度化・複雑化しており、顧客のニーズに

応えたプランニングができない場合には、解約や取引量の減少につながり、当社グループの事業活動、財政状態及

び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

さらに、GAFAM(米国の主要IT企業であるGoogle, Apple, Facebook(Meta), Amazon, Microsoft)の頭文字を取っ

た5社の総称)を代表とするメガプラットフォーマーの事業戦略の転換や方針の変更に伴い、当社グループのサービ

スの提供が困難となった場合には、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。

 
(2) 特定顧客への依存について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループが営むデジタルマーケティング支援事業においては、現在のところ特定顧客への依存はみられませ

んが、今後、広告予算の増加やインターネット広告の費用対効果の向上等を背景に、特定の顧客との取引が大きく

拡大し、売上構成比率が高まる可能性があります。このような場合、将来的に当該顧客の事業方針の変更や業績変

動等の何らかの理由により当社グループとの取引が大きく縮小した場合、当社グループの事業活動、財政状態及び

経営成績に重大な影響を与える可能性があります。当社グループは、顧客の分散を進めることで、当該リスクに対

応してまいります。

 
(3) メディア運営会社への依存について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループが営むデジタルマーケティング支援事業においては、メディア運営会社が提供する広告媒体に大き

く依存しており、上位3社(Google、LINEヤフー、Meta)の仕入高は2026年3月期の当社グループ全体の年間仕入高の

大部分を占めております。当社グループでは、メディア運営会社との良好な関係の維持には十分留意しております

が、何らかの事情によりメディア運営会社との取引関係に変化が生じた場合には、取引が継続されない又は取引条

件の変更等が発生することにより、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性

があります。

 
(4) 競合他社との関係について(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小)

当社グループが属するインターネット広告業界には、既に複数の競合他社が存在しますが、市場規模が拡大傾向

にあることから、今後も新規参入企業が増加する可能性があります。当社グループでは、競争優位性を確立し、競

争力を高めるべく様々な施策を講じておりますが、今後、競合他社が革新的な技術を開発した場合や、新規参入に

より競争が激化した場合には、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
(5) 技術革新への対応について(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

インターネット関連分野における技術革新のスピードは著しく、インターネットに関連した事業の運営者は、そ

の変化に素早く、柔軟に対応する必要があります。特に近年、生成AI技術の進展は急速に進んでおり、コンテンツ

制作やマーケティング自動化、チャットボットによる顧客対応等、さまざまな業務領域に影響を与えつつありま

す。当社グループにおいても、最新技術や業界動向等の情報収集並びにAI技術の習得に向けた研修活動等に日常的

に努めておりますが、これらの変化に適切な対応ができない場合には、当社グループの競争力が低下し、当社グ

ループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 人的資本について(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

「第2　事業の状況　1　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上

の課題」にも記載のとおり、当社グループが今後さらなる成長を遂げるには、優秀な人材を確保し、定着を図り、

継続的に育成していくことが重要と考えております。そのため、当社グループでは優秀な人材の採用及び社内教育

活動に力を入れておりますが、退職者の増加や採用活動の不振等により優秀な人材が確保できない場合や教育活動

が功を奏しない場合には、当社グループの事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

今後も当社グループでは、採用活動を積極的に推進するとともに、社員への教育体制の整備及び改善、そして、

人が活躍する職場環境づくりを強化しつづけることで個々人の才能を伸ばすとともに、社員全員が経営理念や経営

方針を深く理解し、社員が活き活きと持っている力を存分に発揮し、成長速度を高める環境づくりを推進してまい

ります。

 
(7) 法令等による規制について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大)

当社グループの主な事業領域においては、事業を展開する上で著しく制約を受ける法的規制は現時点ではありま

せん。ただし、広告の内容によっては、顧客である広告主において「不当景品類及び不当表示防止法」、「医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等の規制を受ける可能性があります。そのため

当社グループでは、広告主が各種法令等による規制に抵触することを回避し、また、当社グループとしてのレピュ

テーションリスクを回避するために、具体的な注意点を記したマニュアルを整備し、担当者やその上長が慎重に確

認を行い、必要に応じて外部弁護士によるリーガルチェックを受ける体制を採用しております。

また、当社グループ自身が、企業の事業活動に関わる各種法律に抵触しないよう、「リスク管理規程」及び「コ

ンプライアンス規程」を制定し、役職員が遵守すべき法的規制の周知徹底を図るとともに、「公益通報者保護規

程」の制定により法令違反行為等の情報を収集する体制を構築しております。しかしながら、上記の対策を講じて

いるにもかかわらず、不測の事態により関係法令等の規則が遵守できなかった場合や、今後、法令等の改正や新た

な法令等の制定が行われ既存の法令等の解釈に変更が生じる場合や、法令等に準ずる位置づけで業界の自主規制が

制定され、その遵守を要請される場合には、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。

 
(8) 知的財産権について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小)

当社グループは、知的財産権の保護や管理についてその重要性を認識しており、事業の運営にあたっては第三者

の知的財産権を侵害しないように社内の校閲担当者が外部弁護士等と連携し確認を行っております。当社グループ

では、現在まで、第三者の知的財産権を侵害したとして損害賠償や使用差止の請求を受けたことはありませんが、

第三者の知的財産権の完全な把握は困難であり、当社グループが認識せずに第三者の知的財産権を侵害してしまう

可能性があります。このような場合には、当社グループに対する損害賠償請求や使用差止の請求を受け、当社グ

ループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(9) 情報管理体制について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大)

当社グループでは、事業遂行上、顧客の機密情報や個人情報を入手し取り扱う機会があり、これらの情報資産を

保護するため、「情報セキュリティ管理規程」を定め、法令を遵守するほか、入退室管理、ハードウェアやネット

ワーク管理について整備強化に努めております。また、プライバシーマークといった情報セキュリティ認証を取得

し、個人情報管理についても十分な体制構築が行われていると考えております。しかしながら、上記の対策を講じ

ているにもかかわらず、不測の事態により情報漏洩等の事故が発生した場合には、損害賠償請求による予期せぬ費

用やプライバシーマークの承認取消処分等によるレピュテーションリスクが発生し、当社グループの事業活動、財

政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) 内部管理体制について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループでは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可

欠であると考え、業務の適正性を確保し、財務報告の信頼性を高め、さらに法令遵守を徹底することを目的に、社

長直轄組織である内部監査室が内部監査を実施する等、内部管理体制の充実に努めております。しかしながら、事

業の拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困

難となり、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(11) 災害等による影響について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大)
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地震、台風等の自然災害、新たな感染症等の世界的な蔓延(パンデミック)等の予期せぬ事態に備え、有事発生時

でも事業を継続させることは、当社グループの最重要課題であると認識しております。そのため当社グループで

は、社員安否確認システムの整備、在宅勤務制度の導入等を通じた対策を講じております。しかしながら、想定を

大きく上回る規模で自然災害等が発生した場合には、当社グループの事業が一時的又は中長期的に停止するなどの

事象により、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(12) システムリスクについて(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大)

当社グループは主にインターネット通信を利用してサービスを提供しており、システムの増強やバックアップ体

制の強化等、安定稼働のために常に対策を講じております。しかしながら、機器の不具合、コンピュータウイル

ス、人為的ミスその他の事故等により、通信ネットワークに障害が生じる可能性があり、このような場合には、

サービスの停止等により顧客からの信用が低下し、状況によっては損害賠償を請求される等、当社グループの事業

活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(13) 風評被害について(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループの事業及び役職員について、インターネット上の掲示板の書き込みや、それを起因とするマスコミ

の報道等により、何らかの否定的な風評が広まった場合には、その内容の正確性にかかわらず、企業イメージの毀

損等により、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社グ

ループでは、適時適切な情報開示を行うことにより、当該リスクに対応してまいります。

 
(14) 海外展開について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループは、アジア地域を中心に海外での事業を展開しております。対象となる地域・市場では、戦争やテ

ロといった国際政治に関わるリスク、対象国での当社グループの事業活動に対する規制の改定・新設に起因するリ

スク、為替変動や貿易不均衡といった経済に起因するリスク、文化や商習慣の違いから生ずる労務問題や疾病と

いった社会的なリスクが、予想をはるかに超える水準で不意に発生する可能性があります。また、商習慣の違いに

より、取引先との関係構築においても未知のリスクが潜んでいる可能性があります。こうしたリスクが顕在化した

場合、事業の縮小や停止、停滞等を余儀なくされ、当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響

を及ぼす可能性があります。

 
(15) M&Aについて(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループは、国内外における業務拡大を目指しておりますが、その中でM&Aを有効な手段の一つとして位置

付けており、今後も必要に応じてM&Aを実施する方針です。M&Aに際しては、対象企業のビジネス、財務内容及び法

務等について詳細なデューデリジェンスを行い、各種リスクの低減を図る方針であります。しかしながら、デュー

デリジェンスの段階で確認又は想定されなかった事象がM&A実行後に発生又は判明する場合や、M&A実施後の事業展

開が計画通りに進まない可能性があります。その場合は当社グループが当初想定した業績への寄与が得られない可

能性があることに加え、対象企業の投資価値の減損処理が必要になることも考えられます。このような場合には、

当社グループの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(16) 資金調達の使途について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小)

当社が株式上場時に行った公募増資による調達資金については、事業継続性のためのトランスフォーメーション

投資、安定した経営基盤構築のためのシステム及び人材投資、並びに既存事業拡大のためのマーケティング投資に

充当する予定であります。しかしながら、急速に変化する外部環境その他の事由により、当初の予定以外の資金使

途となる可能性があります。また、当初の予定に沿って調達資金を使用した場合でも、想定する投資効果を上げら

れない可能性があります。当社では、外部環境の変化を敏感に察知し、あらかじめ様々なシナリオに備えた投資計

画、資金計画を作成することで、当該リスクに対応してまいります。

 
(17) 財務制限条項について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当社グループの借入金の一部については、財務制限条項が付されております。現時点における財務制限条項の内

容は、「第2　事業の状況　5 重要な契約等」に記載のとおりでありますが、これらに抵触した場合、当社グルー

プの事業運営及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、本書提出日現在において、当社グループは当

該財務制限条項に抵触しておりません。
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(18) 大株主について(発生の可能性：中、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

2026年3月31日現在、当社の所有株式数の上位3名で持ち株比率が発行済株式総数の約45.2％と大株主の占める割

合が多くなっております。これらの大株主は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使に

あたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。

当社といたしましても、これらの大株主は安定株主であると認識しておりますが、何らかの事情により、これら

の大株主の株式が減少した場合には、当社株式の市場価格及び議決権行使の状況等に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
(19) ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：

特定時期なし、影響度：小)

当社は、取締役、従業員に対するインセンティブとしてストック・オプションを付与しているほか、今後も優秀

な人材確保のためストック・オプションを発行する可能性があります。これらのストック・オプションが権利行使

された場合には、当社株式が新たに発行され、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。な

お、当連結会計年度末現在、これらのストック・オプションによる潜在株式数は332,500株であり、発行済株式総

数8,080,000株の4.1％に相当しております。

 
(20) 株式の流動性について(発生の可能性：低、発生可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中)

当事業年度の末日(2026年3月31日)において、当社株式についての、株式会社東京証券取引所の定める流通株式

比率は39.2％であります。

今後は、既存株主への一部売出しの要請、新株予約権の行使による流通株式数の増加等により、流動性の向上を

図っていく方針ではありますが、何らかの事情により上場時よりも流動性が低下する場合には、当社グループ株式

の市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社グループ株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性

があります。
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4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較分析は行って

おりません。

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次

のとおりであります。

また、当社グループはデジタルマーケティング支援事業の単一セグメントのため、セグメント情報は記載してお

りません。

① 財政状態の状況

(資産)

当連結会計年度末における資産の残高は、7,732,233千円となりました。主な内訳は、現金及び預金4,064,327

千円、売掛金2,548,339千円であります。

(負債)

当連結会計年度末における負債の残高は、4,168,777千円となりました。主な内訳は、未払金2,387,917千円、

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く。)633,633千円、退職給付に係る負債387,251千円であります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は、3,563,456千円となりました。主な内訳は、利益剰余金3,086,975

千円であります。

 
② 経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、円安の進行や物価上昇に加

え、世界情勢の不確実性などを背景に、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

このような経済環境のもと、各産業においてデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組は引き続き拡大し

ており、企業活動のあらゆる領域でデジタル活用が進展しております。当社グループが属するデジタルマーケ

ティング業界においても、マーケティングDXの進展を背景に、インターネットを活用した販売促進やマーケティ

ング活動へのニーズは一層高まっております。とりわけ、生成AIや広告・マーケティングプラットフォームが提

供するAIサービスの活用、並びに企業が保有する膨大なデータを基盤とした高度なマーケティング手法の重要性

が増しており、これらを個別に活用するだけでなく、横断的に組み合わせることで顧客の成果創出につなげるこ

とが求められております。

こうした事業環境のもと、当社グループは成長戦略「Beyond広告」のコンセプトのもと、顧客のマーケティン

グ課題に対し、デジタル広告の販売及び運用を中心に、データマネジメントサービスやWebサイト制作等のデジ

タルマーケティングサービスを提供してまいりました。特にBtoB領域を注力分野として位置づけ、顧客企業の事

業成長に貢献する取組を継続しております。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,256,886千円、営業利益659,413千円、経常利益661,754千

円、親会社株主に帰属する当期純利益436,970千円となりました。

なお、当社グループは、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの経

営成績の記載を省略しております。

 
③ キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,064,327千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、増加した資金は252,733千円となりました。これは主に、法人税等の支払額347,952千円、未

払金の減少額292,809千円による資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益の計上661,754千円、売上債権の減

少額180,850千円による資金の増加があったことによるものであります。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、減少した資金は322,218千円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出182,217千円、投資有価証券の取得による支出99,975千円による資金の減少があったことに

よるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、増加した資金は362,208千円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出257,256

千円、長期借入金の返済による支出194,027千円、配当金の支払額112,270千円による資金の減少に対し、長期借

入れによる収入895,000千円による資金の増加があったことによるものであります。

 
④ 生産、受注及び販売の実績

a．生産実績

当社グループは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 
b．受注実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省

略しております。

 
c．販売実績

当連結会計年度の販売実績を販売区分ごとに示すと、次のとおりであります。

販売区分 売上高(千円) 前連結会計年度比(％)

BtoC領域 1,927,164 ―

BtoB領域 1,214,458 ―

データマネジメント・その他領域 1,115,264 ―

合計 4,256,886 ―
 

(注)1．デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

2．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、総販売実績に対する割合が

10％以上を占める相手先がいないため記載を省略しております。

3．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度比は記載しておりません。

 
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しており

ます。詳細につきましては、「第5　経理の状況　1　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　(重要な会

計上の見積り)」に記載のとおりであります。

 
② 経営成績の分析

(売上高、売上原価、売上総利益)

売上高は4,256,886千円、売上原価は555,018千円となりました。以上の結果、当連結会計年度の売上総利益は

3,701,868千円となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

販売費及び一般管理費は、3,042,454千円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は659,413千円となりました。
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(営業外収益、営業外費用、経常利益)

営業外損益については、営業外収益は16,015千円、営業外費用は支払利息等により13,674千円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は661,754千円となりました。

(特別利益、特別損失、税金等調整前当期純利益)

特別利益及び特別損失については、発生しませんでした。

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は661,754千円となりました。

(法人税等、親会社株主に帰属する当期純利益)

法人税、住民税及び事業税は211,041千円、法人税等調整額は16,201千円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は434,510千円となりました。

 
③ 財政状態の分析

財政状態の分析については、「第2　事業の状況　4　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要　①財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 
④ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループ事業の資金需要の主なものは、広告枠の購入のほか、当社グループ従業員に支払う給与手当など

の販売費及び一般管理費等の営業資金によるものです。投資を目的とした資金需要は、主に、社内の業務システ

ムの構築などのシステム改修によるものです。これらの資金需要については、内部資金で不足する場合には、借

入金等による調達を行う方針です。

なお、キャッシュ・フローの状況の分析については、「第2　事業の状況　4　経営者による財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・フローの状況」に記載

のとおりであります。

 
⑤ 経営方針、経営戦略又は経営上の目標の達成を判断するための客観的な指標等の分析

経営方針、経営戦略又は経営上の目標の達成を判断するための客観的な指標等につきましては、「第2　事業

の状況　1　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的

な指標等」に記載のとおり、売上高、営業利益、売上高営業利益率及び3期以上取引のある顧客の売上高を経営

指標として重視しております。

当該指標の推移については以下のとおりであります。

当社グループ

指標
第43期連結会計年度
(自　2025年4月 1日
　至　2026年3月31日)

売上高(千円) 4,256,886

営業利益(千円) 659,413

売上高営業利益率(％) 15.5
 

(注)3期以上取引のある顧客の売上高につきましては、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、合

理的な数値の算定が困難であるため記載を省略しております。

 
提出会社

指標
第42期事業年度
(自　2024年4月 1日
　至　2025年3月31日)

第43期事業年度
(自　2025年4月 1日
　至　2026年3月31日)

売上高(千円) 4,161,843 3,996,699

営業利益(千円) 802,568 696,844

売上高営業利益率(％) 19.3 17.4

3期以上取引のある顧客の売上高(千円) 3,502,431 3,402,933
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⑥ 経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループは、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、「第2　事業の状況　3　事業等

のリスク」に記載のとおり、メディア運営会社への依存に係るリスクを認識しております。

これらのリスクに対応するため、当社グループでは、メディア運営会社との良好な関係の維持に十分留意して

事業活動に取り組んでまいります。

 
⑦ 経営者の問題意識と今後の方針

「第2　事業の状況　1　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。

 

5 【重要な契約等】

(資金の借入)

当社は、2025年9月24日開催の取締役会において、亞星通股份有限公司の株式取得を目的として資金の借入を行う

ことを決議し、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結し、資金の借入を実行しております。

(1) 借入先 株式会社みずほ銀行

(2) 借入金額 700,000千円

(3) 借入金利 1ヶ月 TIBOR＋0.65％

(4) 契約締結日 2025年9月26日

(5) 借入実行日 2025年9月29日

(6) 借入期間 7年

(7) 弁済期限 2032年9月30日

(8) 返済方法 2025年10月末日を初回返済日とし、以降1ヶ月毎の各末日に分割返済

(9) 期末残高 649,900千円

(10) 担保等の有無 無

(11) 財務制限条項

① 2026年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における単体

の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末

日における単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％以上

とすること。

② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2026

年3月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないよ

うにすること。
 

 
 
6 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、39,134千円であり、その主な内容は、ノートパソコンの購

入費用に係るものであります。なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

当社グループはデジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して

おります。

 
2 【主要な設備の状況】

当社グループは、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して

おります。

(1) 提出会社

 2026年3月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

有形固定資産
無形固定
資産

合計
建物
附属設備

工具、器具
及び備品

一括償却
資産

リース
資産

本社

(東京都

千代田区)

本社

設備等
63,765 15,547 16,428 7,153 13,466 116,360 268(17)

 

(注)1．現在休止中の主要な設備はありません。

2．帳簿価額のうち「無形固定資産」は、主にソフトウエア、商標権であります。

3．従業員数の(　)は、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)を記載しております。

4．上記のほか、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容
年間賃借料
(千円)

㈱メディックス
本社

(東京都 千代田区)
本社建物 202,953

 

 
(2) 国内子会社

        2026年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

有形固定資産
無形固定
資産

合計
建物
附属設備

工具、器具
及び備品

一括償却
資産

リース
資産

㈱Sales

Lab

本社

(東京都

港区)

本社

設備等
― ― ― ― 10,421 10,421 20(―)

 

(注)1．現在休止中の主要な設備はありません。

2．帳簿価額のうち「無形固定資産」は、主にソフトウエアであります。

3．従業員数の(　)は、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)を記載しております。

4．上記のほか、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容
年間賃借料
(千円)

㈱Sales Lab
本社

(東京都 港区)
本社建物 10,337
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(3) 在外子会社

        2026年3月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)

有形固定資産
無形固定
資産

合計
建物
附属設備

工具、器具
及び備品

一括償却
資産

リース
資産

亞星通股

份有限公

司

本社

(台湾

台北市)

本社

設備等
6,865 4,702 ― ― 1,305 12,874 40(26)

日台通販

國際股份

有限公司

本社

(台湾

台北市)

本社

設備等
635 513 ― ― ― 1,149 ―(1)

美迪科思

行銷股份

有限公司

本社

(台湾

台北市)

本社

設備等
― 6,457 ― ― 1,359 7,816 15(2)

 

(注)1．現在休止中の主要な設備はありません。

2．帳簿価額のうち「無形固定資産」は、主にソフトウエアであります。

3．従業員数の(　)は、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)を記載しております。

4．上記のほか、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容
年間賃借料
(千円)

亞星通股份有限公司
本社

(台湾 台北市)
本社建物 31,639

美迪科思行銷股份有限公司
本社

(台湾 台北市)
社宅 3,713

 

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社グループは、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完成予定
年月 完成後の

増加能力総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

提出会社

本社(東京都
千代田区)

ノートパソコン等
社内インフラ

18,000 27,877 増資資金
2025年
4月以降

2027年
3月まで

(注)2．

本社(東京都
千代田区)

新サービス提供の
ためのツール開発

30,000 ― 増資資金
2025年
4月以降

2027年
3月まで

(注)2．

本社(東京都
千代田区)

AI・DX開発システム 20,000 8,100 増資資金
2025年
4月以降

2027年
3月まで

(注)2．
 

(注)1．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2．完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

 
② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年6月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,080,000 8,080,000
東京証券取引所
スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であります。また、
単元株式数は100株であります。

計 8,080,000 8,080,000 ― ―
 

(注)提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日 2023年3月27日

付与対象者の区分及び人数(名)※ 当社取締役　1

新株予約権の数(個)※ 3,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　150,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 237(注)2

新株予約権の行使期間※ 自　2025年3月28日　至　2033年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　　　 237
資本組入額　　　 119

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、代表取締役の
承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)4
 

※　当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)にお

いて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在において、こ

れらの事項に変更はありません。

(注)1．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数は50株とする。

ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式

併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(又は併合)の比率

2．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
 

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

　新規発行株式数 ×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 新規発行前の時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退職・

退任までに当社の取締役会において新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合

に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
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(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1．に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権

の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、

この端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記(注)3．に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由

以下の事由が生じたときは、当社は無償で新株予約権を取得することができる。但し①の場合は取締役会の

決議によって取得の日を別途定める。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株

主総会決議が不要の場合は、取締役会の決議)で承認された場合

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合

(10)2025年1月1日付で普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。これにより「新株予約権の目

的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
第2回新株予約権

決議年月日 2023年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)※
当社取締役　 5
当社従業員　15

新株予約権の数(個)※ 2,025(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　101,250(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 325(注)2

新株予約権の行使期間※ 自　2025年6月29日　至　2033年6月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　　　 325
資本組入額　　　 163

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、代表取締役の
承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)4
 

※　当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)にお

いて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在において、こ

れらの事項に変更はありません。

(注)1．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数は50株とする。

ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式

併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(又は併合)の比率
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2．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
 

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

　新規発行株式数 ×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 新規発行前の時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかか

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退職・

退任までに当社の取締役会において新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合

に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1．に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権

の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、

この端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記(注)3．に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由

以下の事由が生じたときは、当社は無償で新株予約権を取得することができる。但し①の場合は取締役会の

決議によって取得の日を別途定める。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株

主総会決議が不要の場合は、取締役会の決議)で承認された場合

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合

(10)2025年1月1日付で普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。これにより「新株予約権の目

的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 2024年3月15日

付与対象者の区分及び人数(名)※ 当社従業員　56

新株予約権の数(個)※ 1,625(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　81,250(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 500(注)2

新株予約権の行使期間※ 自　2026年3月16日　至　2034年3月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)※

発行価格　　　　500
資本組入額　　　250

新株予約権の行使の条件※ (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による新株予約権の取得については、代表取締役の
承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ (注)4
 

※　当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)にお

いて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在において、こ

れらの事項に変更はありません。

(注)1．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である数は50株とする。

ただし、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式

併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(又は併合)の比率

2．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
 

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

　新規発行株式数 ×1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 新規発行前の時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかか

る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。

3．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退職・

退任までに当社の取締役会において新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存

する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合

に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1．に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権

の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
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新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、

この端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記(注)3．に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由

以下の事由が生じたときは、当社は無償で新株予約権を取得することができる。但し①の場合は取締役会の

決議によって取得の日を別途定める。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議

案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株

主総会決議が不要の場合は、取締役会の決議)で承認された場合

② 新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

③ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合

(10)2025年1月1日付で普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。これにより「新株予約権の目

的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年1月1日
(注)1

7,428,400 7,580,000 ― 75,800 ― 800

2025年3月18日
(注)2

500,000 8,080,000 184,000 259,800 184,000 184,800

 

(注)1．当社普通株式1株につき50株の割合をもって分割しております。

2．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格　　　　800円

引受価額　　　　736円

資本組入額　　　368円
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(5) 【所有者別状況】

       2026年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 1 15 19 9 6 2,416 2,466 ―

所有株式数
(単元)

― 91 2,209 8,182 322 39 69,935 80,778 2,200

所有株式数
の割合(％)

― 0.11 2.73 10.13 0.40 0.05 86.58 100 ―
 

(注)自己株式412,500株は、「個人その他」に4,125単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2026年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

小谷中　茂樹 神奈川県横浜市青葉区 1,530,900 19.97

水野　昌広 埼玉県さいたま市浦和区 1,215,000 15.85

メディックス従業員持株会 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 718,700 9.37

小谷中　一樹 静岡県沼津市 510,000 6.65

田中　正則 東京都小金井市 430,000 5.61

株式会社フォローワンズハート 東京都小金井市本町五丁目4番22号 420,000 5.48

株式会社EPARK 東京都港区芝浦四丁目16番25号 299,300 3.90

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山二丁目6番21号 129,900 1.69

今森　教仁 神奈川県横浜市中区 103,750 1.35

日中ブリッジ株式会社 東京都千代田区神田和泉町一丁目13番15号 81,100 1.06

計 ― 5,438,650 70.93
 

(注)上記のほか当社所有の自己株式412,500株があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 412,500
 

―

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は100

株であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,665,300
 

76,653 同上

単元未満株式 普通株式 2,200
 

― ―

発行済株式総数 8,080,000 ― ―

総株主の議決権 ― 76,653 ―
 

 

② 【自己株式等】

    2026年3月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義所

有株式数

(株)

他人名義所

有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合(％)

㈱メディックス
東京都千代田区神田神保町

一丁目105番地
412,500 ― 412,500 5.11

計 ― 412,500 ― 412,500 5.11
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2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(2025年9月16日)での決議状況
(取得期間2025年9月17日～2025年9月17日)

600,000 308,400

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 500,000 257,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 100,000 51,400

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 16.7 16.7
   

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 16.7 16.7
 

(注)2025年9月16日開催の取締役会において、当社普通株式につき東京証券取引所における自己株式立会外買付取引

(ToSTNeT-3)により取得することを決議いたしました。

 
区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(2026年6月15日)での決議状況
(取得期間2026年6月16日～2026年6月16日)

400,000 188,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―
   

当期間における取得自己株式 350,900 164,923

提出日現在の未行使割合(％) 12.3 12.3
 

(注)2026年6月15日開催の取締役会において、当社普通株式につき東京証券取引所における自己株式立会外買付取引

(ToSTNeT-3)により取得することを決議いたしました。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他(ストック・オプションの行

使による減少)
137,500 68,309 ― ―

     

保有自己株式数 412,500 ― 763,400 ―
 

(注)当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる

株式数は含めておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

 36/104



 

3 【配当政策】

当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。当社は、中長期的な

企業価値向上に向けた成長投資と財務健全性のバランスを図りつつ、資本効率を意識した積極的な株主還元を実施

してまいります。具体的には、業績に多大な影響を及ぼす事象が無い限り、原則として減配を行わず、配当の維持

又は増配を行う「累進配当」を継続的に実施するとともに、「DOE(株主資本配当率)4.0％程度」を目安といたしま

す。

当社の剰余金の配当は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。また、剰余金の配当基準日は、期末

配当は3月31日、中間配当は9月30日、その他基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めてお

ります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に則り、1株につき18円としております。

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円)

2026年5月14日取締役会 138,015 18
 

 
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、当社の有する全ての経営資源を有効的に活用し企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバ

ナンスの充実が経営上の大きな課題であると認識しており、コンプライアンスの徹底とリスク管理による内部統

制の充実により、経営の健全性と透明性を高めております。

 
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a．企業統治の体制の概要

当社は、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実及び経営のさらなる効

率化による企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3

名)で構成され、代表取締役社長が議長を務め、毎月の定例取締役会のほか必要に応じ臨時取締役会を開催し、

経営方針及び経営戦略の立案並びに取締役の職務執行状況の監督を行っております。取締役会には監査等委員で

ある取締役が出席し、必要に応じて意見を述べ取締役の業務執行を監査しております。なお、有価証券報告書提

出日現在の構成員は、代表取締役社長田中正則、取締役馬場昭彦、取締役(常勤監査等委員)水野昌広、社外取締

役(監査等委員)大久保修一、社外取締役(監査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)都賢治となっており

ます。(2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を

除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されます

と、代表取締役会長田中正則及び代表取締役社長馬場昭彦の2名並びに取締役(常勤監査等委員)水野昌広、社外

取締役(監査等委員)大久保修一、社外取締役(監査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)都賢治が再任さ

れ、取締役小谷中一樹が新たに選任されます。)

監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員は、監査等

委員会で定めた監査方針に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して適宜意見を述べるほか、当社

及び子会社の業務及び財産状況の調査を行う等、取締役の業務の執行状況を監査しております。また、会計監査

人や内部監査部門と連携する等により、適法性及び妥当性監査を行います。なお、有価証券報告書提出日現在の

構成員は、委員長を務める取締役(常勤監査等委員)水野昌広、社外取締役(監査等委員)大久保修一、社外取締役

(監査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)都賢治となっております。

事業統括ボードは、当社における全般的方針並びに重要な業務執行に関する事項を協議し、代表取締役社長の

業務執行を補佐することを目的とし、代表取締役社長田中正則が議長を務め、議長、取締役(監査等委員である

取締役を除く。)、議長が指名するユニット長及び議長が指名する者が出席のもと、毎月定期的に開催しており

ます。

経営会議は、取締役会及び事業統括ボードの付議事項に向けた意見収集並びに決定事項の共有を行うことを目

的とし、代表取締役社長田中正則が委員長を務め、委員長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、委員長

が指名するユニット長及び委員長が指名する者が出席のもと、毎月定期的に開催しております。
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リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、当社におけるリス

クマネジメント及びコンプライアンス規程に定める行動規範に基づきコンプライアンスの徹底と社会的信用の向

上を目的とし、代表取締役社長田中正則が委員長を務め、委員長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、

委員長が指名するユニット長及び委員長が指名する者が出席のもと、3ヶ月に1度定期的に開催しております。

社長直轄の内部監査室(3名)を設置しております。内部監査室は、当社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠

し適正かつ効果的に運営されているかに関する業務監査を実施するとともに、指導・助言を行っております。な

お、監査結果等を取締役会へも報告する仕組みを有しており、取締役会との連携を確保しております。

取締役の指名、取締役(監査等委員を除く。)の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化

するため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取

締役会の諮問に応じて、審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。指名・報酬委員会は、原則として

年3回開催されるほか、必要に応じ随時開催しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定

された取締役3名以上でかつ過半数は社外取締役となっており、委員長は、取締役会の決議によって選定してお

ります。なお、有価証券報告書提出日現在の構成員は、委員長を務める社外取締役(監査等委員)鈴木さなえ、社

外取締役(監査等委員)大久保修一、代表取締役社長田中正則となっております。

新宿監査法人と監査契約を締結しております。会計監査人は監査等委員会との間で期末のほか、必要に応じて

監査結果報告等について意見交換を行い、公正かつ効果的な監査が行われております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されております。
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コーポレート・ガバナンス体制図

 
b．当該体制を採用する理由

当社は、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実及び経営のさらなる効

率化による企業価値の向上を図るため、本体制を採用しております。

 
③ 企業統治に関するその他の事項

a．内部統制システムの整備状況

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

すべての取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、コンプライアンスに基づく職務執行が徹底して行わ

れるよう内部統制を構築する。「コンプライアンス規程」に従い、全役職員に法令、定款、規則及び社会倫理

遵守の精神を醸成し、法令、定款、規則及び社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底する。

法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「公益通報者保護規程」を定め、これに基づ

き、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正することを目

的とする内部通報体制の運用を行う。また、内部通報の窓口は内部通報の状況を速やかに監査等委員会に報告

する。

取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。

監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、「監査等委員会監査基

準」及び「監査計画」に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を監査する。

内部監査室は、法令、定款及び諸規程等に基づき適切な業務が行われているか監査を行い、コンプライアン

ス体制の運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。また、コンプラ

イアンスに関する周知、徹底を図り、社内研修等の機会を通じてコンプライアンスの重要性についての啓蒙を
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行うとともに、定期的にコンプライアンス体制のチェックを行い、改善すべき点の洗い出しを行う。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁

的記録含む。)により作成、保存、管理する。また、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。

取締役が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に従い、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、各

リスクについて網羅的、体系的な管理を実施する。

リスク情報等については、各部門責任者により取締役会に対して報告を行う。

不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士事

務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を最小限にとどめる体制を

整える。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月1回定時に開催するほ

か、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。

「取締役会規程」に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議す

ることを遵守する。

経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目

標の達成を図る。

意思決定の迅速化のため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役

割、権限、責任を明確にする。

職務権限を越える案件については、主管部門の専門的意見を反映させた上で、代表取締役社長及び担当取締

役の合議により決裁する稟議制度を構築、運営する。

(e) 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の

適正を確保するための体制

ⅰ 子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これら

の者に相当する者(ⅲ及びⅳにおいて「取締役等」という。)の職務執行に係る事項の当社への報告に関す

る体制

・当社は子会社に、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するた

め、月次の予実管理表、四半期毎の決算資料及び必要に応じて関係資料等の提出を求める。

・当社は子会社に、取締役会等を定期的に開催し、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、重要な

内容については、事前に関係書類を提出させ、当社の機関の承認を子会社に求め、子会社の営業成

績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告することを求める。

ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は子会社に、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社損

失の最小化を図るよう求める。

・当社は子会社に、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある事実について

は、これを発見次第、直ちに当社の取締役へ報告する体制を構築するよう求める。

ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するた

め、子会社に基本方針及び業務遂行に必要なルールの策定を求める。

・当社は、定期的に開催される子会社の取締役会等において、経営に関する重要事項について、関係法

規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の

執行状況等について報告することを求める。

ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は子会社に、その取締役等及び使用人が子会社の策定した基本方針に基づき、社会的な要請に応え

る適法かつ公正な事業活動に努める体制の構築を求める。

・当社は子会社に、コンプライアンスの遵守状況及び内部統制システムの整備・運用状況を確認するため

に、当社の監査等委員会及び内部監査部門による評価を求める。

・当社は子会社に、法令等の違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため

に社内通報窓口制度を導入し、利用することを求める。
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(f) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並

びに指示の実効性確保に関する事項

監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助するための監査等委員会補助使用人を置くもの

とし、その人選については監査等委員会で協議する。

監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するため、監査等

委員会補助使用人の任命、異動、評価、解任等については監査等委員会と事前協議し、同意を得るものとす

る。

監査等委員会補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うも

のとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。

(g) 次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

・監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて、一切の社内会議に出席し、報告を求める権限を有す

る。

・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、定期的に監査等委員会へ内部統制の状況等の

報告を行い、内部監査室は、内部監査の計画及び結果を定期的に報告する。

・取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れ

のある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する。

ⅱ 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他

これらの者に相当する者(本項目において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受

けた者が監査等委員会に報告をするための体制

・子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求めら

れたときは、速やかに適切な報告を行う。

・子会社の取締役等及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損失を及ぼす恐れのある

事実については、これを発見次第、直ちに当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)へ報告を行

い、取締役(監査等委員であるものを除く。)は監査等委員会に報告を行う。

・当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び内部監査部門は、定期的に当社の監査等委員会に

対し、子会社における内部統制監査、コンプライアンス及びリスク管理等の現状を報告する。

(h) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行

うことを禁止する。

(i) 監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査等委員から前払い又は償還等の請

求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合

を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。

(j) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員として、企業経営に精通した経験者・有識者や有資格者を招聘し、代表取締役社長や取締役(監

査等委員である取締役を除く。)等、業務を執行する者からの独立性を保持する。

監査等委員会は、代表取締役社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行う。監査等委員会と内部

監査室は、緊密な連携の上、監査計画を作成する。また監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を指

示することができる。内部監査室は、監査等委員会の指示による職務に際しては、監査等委員会の指揮命令に

従うものとし、代表取締役社長の指揮命令は受けないものとする。

(k) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の

方針」を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評

価し、不備があれば是正していく体制を整備する。

(l) 反社会的勢力排除に向けた体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め会社全体

で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁

護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
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b．リスク管理体制の整備の状況

リスクの把握、管理、対応策策定のための「リスク管理規程」を定めております。リスク・コンプライアンス

委員会は、3ヶ月に1度、定期的に、緊急の必要がある場合には臨時に開催され、リスク管理の状況について協議

しております。

 

④ 取締役会等の活動状況

a．取締役会

当事業年度において取締役会を29回開催しており、個々の取締役の取締役会の出席状況については、次のとお

りであります。

役職名 氏名 取締役会出席状況

代表取締役社長 田中　正則
29/29回

 (100％)

管理担当取締役 馬場　昭彦
29/29回

 (100％)

取締役

(常勤監査等委員)
水野　昌広

29/29回

 (100％)

社外取締役

(監査等委員)
大久保　修一

29/29回

 (100％)

社外取締役

(監査等委員)
鈴木　さなえ

29/29回

 (100％)

社外取締役

(監査等委員)
都　賢治

29/29回

 (100％)
 

 
取締役会における具体的な検討内容は次のとおりです。

取締役会における具体的な検討内容として、中長期的な企業価値向上のため、経営方針・経営計画に関する重

要事項をはじめ、決算や業務監査等重要な業務執行に関する事項、株主総会に関する事項、法令及び定款に定め

られた事項について適時・適切に執行部門から取締役会へ報告及び情報の共有がなされ、活発な議論を行ってお

ります。また、社外取締役(監査等委員)から提案されたテーマについても議論を行っております。

 
b．指名・報酬委員会

取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は委員長を務める社外取締役(監

査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)大久保修一、代表取締役社長田中正則の計3名で構成されており

ます。

当事業年度において指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の指名・報酬委員会の出席状況につい

ては、次のとおりであります。

役職名 氏名 指名・報酬委員会出席状況

社外取締役

(監査等委員)
鈴木　さなえ

4/4回

 (100％)

社外取締役

(監査等委員)
大久保　修一

4/4回

 (100％)

代表取締役社長 田中　正則
4/4回

 (100％)
 

当事業年度の指名・報酬委員会では、報酬制度に関する確認と審議を行っております。
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⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、

法令に定める要件に該当する場合には、法令が規定する額を限度として、賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる旨を定款に定めております。

 
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負

担することになる業務遂行上の過失等を理由とする法律上の損害賠償責任に関わる損害を当該保険契約により補

填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役(監査等委員であるものを含

む。)及び当社の子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者の保険料を全額当社が負担しております。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は3名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内

とする旨を定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、

累積投票によらないものと定款に定めております。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

a．自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定

に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めており

ます。

 
b．取締役の責任免除

取締役が期待された役割を十分に発揮することを目的として、取締役会の決議によって取締役(取締役であっ

た者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額

から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めておりま

す。

 
c．剰余金の配当等の決定機関

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項に定める剰余金の配当については、法令に別

段の定めのある場合を除き、取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の機動的な運営を可能にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款

に定めております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a．有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長 田中　正則 1957年5月27日

1980年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

1999年 7月 ㈱ランドネットDD 代表取締役

2009年 1月 ㈱リクルートスタッフィング情報サービス 代

表取締役

2010年 6月 ㈱博展 代表取締役

2014年 6月 ㈱フォローワンズハート 代表取締役(現任)

2018年 3月 AI CROSS㈱ 社外取締役

2018年 5月 公益財団法人水産無脊椎動物研究所 理事(現

任)

2021年 4月 当社入社 取締役

2022年 4月 当社 代表取締役(現任)

(注)

3

850,000

(注)5

管理担当取締役 馬場　昭彦 1971年3月18日

1996年 4月 ㈱リクルート入社  FAXネットワーク事業部

2006年 4月 同社 ブライダルカンパニー事業推進部カンパ

ニーオフィサー

2013年10月 ㈱リクルートホールディングス出向 国内事業

統括室カンパニーパートナー

 ㈱リクルートスタッフィング 取締役

 ㈱スタッフサービスホールディングス 取締役

2019年 4月 ㈱リクルート出向 経営企画室カンパニーパー

トナー

 
㈱リクルートマーケティングパートナーズ

取締役執行役員企画統括本部長

 ㈱リクルートゼクシィなび 代表取締役社長

2022年 4月 リクルート健康保険組合出向 常務理事

一般社団法人保険者機能を推進する会 理事

2023年 6月 当社入社 管理担当取締役(現任)

(注)

3
75,000

取締役

(常勤監査等委

員)

水野　昌広 1956年7月4日

1979年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

1992年 4月 当社入社 取締役

2005年 1月 当社 代表取締役

2022年 4月 当社 取締役会長

2023年 3月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

4
1,195,000

取締役

(監査等委員)
大久保　修一 1958年8月5日

1982年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

2004年 7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社

2006年11月 ㈱エイジアン・パートナーズ出向 代表取締役

社長

2008年 4月 アイテックス㈱出向 代表取締役専務

2014年 4月 アイテックス㈱入社 専務取締役

2016年 6月 ㈱リアライズ(現 ㈱NTTデータバリュー・エン

ジニア)入社

2017年 6月 同社 取締役

2023年 3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
―

取締役

(監査等委員)
鈴木　さなえ 1974年1月24日

1997年 4月 ㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイ

ノベータ㈱)入社

1998年 8月 SAPジャパン㈱入社

2000年12月 AOSテクノロジーズ㈱入社

2015年 3月 AI CROSS㈱入社 取締役

2020年 3月 同社 取締役(監査等委員)(現任)

2023年 3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
5,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)
都　賢治 1959年11月14日

1983年 4月 アーサーアンダーセン会計事務所入社

1989年 3月 都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立代表

社員(現任)

1990年 8月 ㈱アルタス設立 代表取締役(現任)

2006年12月 ㈱アイスタイル 監査役(現任)

2008年 4月 学校法人グロービス経営大学院監事(現任)

2013年 6月 ㈱グロービス 監査役(現任)

2016年 9月 SATORI㈱ 取締役(現任)

2018年 6月 ㈱サイバー・バズ 取締役(監査等委員)(現任)

2019年12月 ㈱オープンエイト 取締役(監査等委員)(現任)

2020年 5月 ㈱フォトラクション 監査役(現任)

2024年 6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
―

計 2,125,000
 

(注)1．大久保修一、鈴木さなえ、都賢治は社外取締役であります。

2．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水野昌広、委員　大久保修一、委員　鈴木さなえ、委員　都賢治

3．2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。

4．2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。

5．代表取締役社長田中正則の所有株式数には、同氏が代表を務める株式会社フォローワンズハートが所有する株式

数を含んでおります。

 

b．2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)

3名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されます

と、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職員等につきましては、当該定

時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役会長 田中　正則 1957年5月27日

1980年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

1999年 7月 ㈱ランドネットDD 代表取締役

2009年 1月 ㈱リクルートスタッフィング情報サービス 代

表取締役

2010年 6月 ㈱博展 代表取締役

2014年 6月 ㈱フォローワンズハート 代表取締役(現任)

2018年 3月 AI CROSS㈱ 社外取締役

2018年 5月 公益財団法人水産無脊椎動物研究所 理事(現

任)

2021年 4月 当社入社 取締役

2022年 4月 当社 代表取締役(現任)

2026年 6月 当社 代表取締役会長(予定)

(注)

3

850,000

(注)5

代表取締役社長 馬場　昭彦 1971年3月18日

1996年 4月 ㈱リクルート入社  FAXネットワーク事業部

2006年 4月 同社 ブライダルカンパニー事業推進部カンパ

ニーオフィサー

2013年10月 ㈱リクルートホールディングス出向 国内事業

統括室カンパニーパートナー

 ㈱リクルートスタッフィング 取締役

 ㈱スタッフサービスホールディングス 取締役

2019年 4月 ㈱リクルート出向 経営企画室カンパニーパー

トナー

 
㈱リクルートマーケティングパートナーズ

取締役執行役員企画統括本部長

 ㈱リクルートゼクシィなび 代表取締役社長

2022年 4月 リクルート健康保険組合出向 常務理事

一般社団法人保険者機能を推進する会 理事

2023年 6月 当社入社 管理担当取締役(現任)

2026年 6月 当社 代表取締役社長(予定)

(注)

3
75,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 小谷中　一樹 1971年6月18日

1995年 4月 日産プリンス千葉販売㈱入社

1998年 4月 当社入社

2015年 4月 当社 取締役

2018年 4月 ㈱データドック 執行役員

2023年 3月 当社 取締役退任

2023年 4月 当社 戦略推進ユニット 新規事業開発担当(現

任)

2026年 6月 当社 取締役(予定)

(注)

3
510,000

取締役

(常勤監査等委

員)

水野　昌広 1956年7月4日

1979年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

1992年 4月 当社入社 取締役

2005年 1月 当社 代表取締役

2022年 4月 当社 取締役会長

2023年 3月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)

4
1,195,000

取締役

(監査等委員)
大久保　修一 1958年8月5日

1982年 4月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルート

ホールディングス)入社

2004年 7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社

2006年11月 ㈱エイジアン・パートナーズ出向 代表取締役

社長

2008年 4月 アイテックス㈱出向 代表取締役専務

2014年 4月 アイテックス㈱入社 専務取締役

2016年 6月 ㈱リアライズ(現 ㈱NTTデータバリュー・エン

ジニア)入社

2017年 6月 同社 取締役

2023年 3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
―

取締役

(監査等委員)
鈴木　さなえ 1974年1月24日

1997年 4月 ㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイ

ノベータ㈱)入社

1998年 8月 SAPジャパン㈱入社

2000年12月 AOSテクノロジーズ㈱入社

2015年 3月 AI CROSS㈱入社 取締役

2020年 3月 同社 取締役(監査等委員)(現任)

2023年 3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
5,000

取締役

(監査等委員)
都　賢治 1959年11月14日

1983年 4月 アーサーアンダーセン会計事務所入社

1989年 3月 都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立代表

社員(現任)

1990年 8月 ㈱アルタス設立 代表取締役(現任)

2006年12月 ㈱アイスタイル 監査役(現任)

2008年 4月 学校法人グロービス経営大学院監事(現任)

2013年 6月 ㈱グロービス 監査役(現任)

2016年 9月 SATORI㈱ 取締役(現任)

2018年 6月 ㈱サイバー・バズ 取締役(監査等委員)(現任)

2019年12月 ㈱オープンエイト 取締役(監査等委員)(現任)

2020年 5月 ㈱フォトラクション 監査役(現任)

2024年 6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)

4
―

計 2,635,000
 

(注)1．大久保修一、鈴木さなえ、都賢治は社外取締役であります。

2．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水野昌広、委員　大久保修一、委員　鈴木さなえ、委員　都賢治

3．2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。

4．2026年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までであります。

5．代表取締役会長田中正則の所有株式数には、同氏が代表を務める株式会社フォローワンズハートが所有する株式

数を含んでおります。

 
② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健

全性・透明性の向上を目的として社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。社外取締役(監査等委員)は、

独立した中立な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、ま

た、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全

に機能させることが役割と考えております。

社外取締役(監査等委員)大久保修一は、IT業界大手企業の経営陣として豊富な経歴を積まれており、当社経営

に十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。

また、技術領域にも幅広い知見を持ち、特にデータソリューション領域における当社事業の新たな展開への寄

与、及び、当社のシステム力強化を期待できることから、社外取締役(監査等委員)として選任しております。な
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お、同氏と当社の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)鈴木さなえは、IT業界大手企業で経験を積み、その後所属したITベンチャーにおける

IPO時には取締役経営管理部長としての経験を積まれ、IPO実現後は監査責任者に就任して引き続き会社経営に携

わっておられます。その経歴から、特にコーポレート・ガバナンスの強化において当社経営に十分な役割を果た

していただけるものと期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人

的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)都賢治は、長年、会計・財務・税務の専門家として活躍されており、かつ数多くのIPO

を実現した会社の社外取締役や顧問を務められ、その豊富な経験から、当社経営に十分な役割を果たしていただ

けるものと期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、取

引関係その他の利害関係はありません。

 
③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監

督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、

情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。

常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携

し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。

 
(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社は監査等委員会設置会社で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(社外取締役)の4名で構成されており

ます。監査の方針及び監査実施計画、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計

監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成等を主な検討事項として、定例監査等委員会を毎月1回

開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、取締役等の業務執行の状況、内部統

制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等であります。このほか、現在の事業の状況や今後の経営戦略

等について監査等委員会と代表取締役社長が適宜意見交換会を実施しております。

常勤監査等委員は、取締役会その他重要会議への出席、取締役その他の使用人等との意思疎通、重要書類(議事

録、稟議書等)の閲覧、内部監査の実施状況の確認、会計監査人からの監査報告の確認といった日常の監査業務を

実施するとともに、監査等委員会でこれらの情報を共有し、検討・協議する事で、監査等委員会としての監査機

能の充実を図っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見

地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べております。

なお、常勤監査等委員　水野昌広は、長年にわたり、当社の経営に携わり、当社事業に関する高度な専門知識

と経験を有しております。また、監査等委員　大久保修一は長年にわたるIT業界大手企業の経営陣としての豊富

な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員　鈴木さなえは、長年にわたるIT企業での経験やITベン

チャーにおける監査責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。監査等委員　都賢治は、長年、

会計・財務・税務の専門家として活動しており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。

当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次の

とおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

水野　昌広 14回 14回(100％)

大久保　修一 14回 14回(100％)

鈴木　さなえ 14回 14回(100％)

都　賢治 14回 14回(100％)
 

 
② 内部監査の状況

当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、業務執行部門から独立した専任組織として内部監査室

(3名)を設置し、内部監査規程に則り、業務監査及び内部統制システムの評価と提言を行うことにより、内部統制

の有効性の向上を図っております。内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に代表取締役社長の承認を
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得た上、年度を単位として、1年程度で社内の全部門を監査するように計画し、実施しております。なお、内部監

査の実効性を確保するため、内部監査室は代表取締役社長及び監査等委員会に直接報告を行う仕組みとしており

ます。取締役会への直接の報告は行っておりません。また、監査等委員及び会計監査人と緊密に連携し、随時意

見交換を行っております。

 
③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

新宿監査法人

 
b．継続監査期間

4年間

 
c．業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　公認会計士　壬生　米秋

指定社員　業務執行社員　公認会計士　白方　敬裕

 
d．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 10名

その他　　　1名

 
e．監査法人の選定方針と理由

当社は、新宿監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務

を実施できること、監査体制が整備されていることを踏まえた上で総合的に判断した上で選定しております。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、

会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。監査法人が会社法第

340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づ

き、会計監査人を解任いたします。

 
f．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解

任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。

 
④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬の内容

提出会社

前事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

14,000 1,500
 

(注)前事業年度における当社の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務となります。
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区分

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 26,600 ―

連結子会社 ― ―

計 26,600 ―
 

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報

酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る会計監査人の報

酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 
b．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a．を除く。)

該当事項はありません。

 
c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
d．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等と協議した上で、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し監査等委員会の合

意を得て決定しております。

 
e．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認

し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

 
(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2023年3月27日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年

額10億円以内(当該株主総会終結時点の員数は3名)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内(当該株主

総会終結時点の員数は3名)とすることを決議しております。

当社は、2024年4月15日開催の取締役会において取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性

と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。同委員会

は、社外取締役(監査等委員)鈴木さなえ、社外取締役(監査等委員)大久保修一、及び代表取締役社長田中正則で

構成しております。

2024年6月26日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の答申に基づき、以下のとおり、取締役の個人別の

報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

・基本方針

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基準報酬に業績を連動させる「業績連動報酬」を

金銭で支払うものとします。

・報酬の支給時期

「業績連動報酬(金銭報酬)」は、原則として毎年定時株主総会開催後に、決算賞与として支給されるものとし

ます。

・報酬の決定に関する事項

各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「業績連動報酬」について、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行う指名・報酬委員会が、

株主総会の決議による報酬総額の枠内において、起案し、取締役会に決定するように上程します。

指名・報酬委員会からの上程案に基づいて下記のように決定しております。

・報酬額の算定方法

基準報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務遂行の対価として毎月支給する定額の報酬で

す。

業績連動報酬は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行う指
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名・報酬委員会が、株主総会の決議による報酬総額の枠内において、起案し、取締役会にて決定するよう上程し

ます。なお、業績連動報酬は、原則として毎年定時株主総会開催後に、決算賞与として支給されるものとしま

す。

なお、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、2025年6月16日開催の指

名・報酬委員会で答申を決定、2025年6月27日開催の取締役会で答申を踏まえ決定いたしました。監査等委員であ

る取締役の個人別の報酬額は、業務分担の状況等を考慮の上、2025年6月27日開催の監査等委員会での協議により

決定しております。

 
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度における、役員区分ごとの報酬等の総額等は以下のとおりとなります。

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる

役員の員数

固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 (名)

取締役(監査等委員及び社外取締

役を除く。)
60,170 50,400 ― 9,770 3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)
15,000 15,000 ― ― 1

社外役員 10,800 10,800 ― ― 3
 

(注)上記取締役の支払人員及び報酬等の支払額には、2025年6月27日に退任した取締役1名分を含んでおります。また、

退職慰労金に記載の金額は当該取締役が使用人であった期間に係る使用人分退職金は含んでおりません。

 
③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の株

式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

保有目的が純投資目的以外の目的である株式を取得する際には、取得意義や経済合理性、保有に伴うリスクの

観点を踏まえて取得是非を判断するとともに、取得後は必要に応じて保有継続の合理性を検証しております。

 
b．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式 2 26,804

非上場株式以外の株式 ― ―
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 
銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る
売却価額の合計額

(千円)

非上場株式 1 ―

非上場株式以外の株式 ― ―
 

(注)非上場株式1銘柄の減少は、当事業年度において美迪科思行銷股份有限公司を連結子会社化したことによ

り、同社株式を関係会社株式に振り替えたことによるものです。

 
c．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 
③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

当事業年度 前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計

上額の合計額

(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計

上額の合計額

(千円)

非上場株式 ― ― ― ―

非上場株式以外の株式 1 107,043 ― ―
 

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 4,882 ― 7,068
 

(注)「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

 
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更

したもの

該当事項はありません。
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5 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

① 経営戦略と人材戦略の連動

当社グループは「デジタルマーケティングのプロフェッショナル集団」として、顧客の事業成長を支援するこ

とをミッションとしております。テクノロジーの進化やAIの普及により市場環境が激変する中、当社グループの

競争優位性は、単なる手法の提供ではなく、顧客の課題を深く理解し、最適な解決策を導き出す「人材の質」そ

のものにあると定義しております。

これらを踏まえ、当社グループの人材戦略を経営戦略の最優先事項と位置づけ、以下の「人材開発」及び「社

内環境整備」の両輪を回すことで、持続的な企業価値の向上を図っております。

 
② 人材開発の方針

当社グループは、変化の激しいインターネット業界において、常に最先端の専門性を維持・向上させるため、

自律的な成長を促す仕組みを構築しております。

 
「役割期待グレード制度」と最適配置

従来の年次や職位に縛られない「役割期待」に基づく評価・報酬体系を運用しております。これにより、若

手であっても高い専門性や意欲を持つ人材を、戦略的に重要度の高いプロジェクトへ登用できる体制を整えて

おります。

 
「イマコレシート」による個々の資質の可視化

社員一人ひとりの「現在のスキル」「将来の志向」「果たすべき役割」を可視化する独自ツール「イマコレ

シート」を運用しております。これを基にした定期的な対話(エンゲージメント)を通じて、個人の成長意欲と

事業戦略上のリソース配分を高度に一致させております。

 
AI・DXスキルの習得

業務効率化及び提供価値の高度化に向け、全社員を対象とした生成AI等の先端技術活用スキルの習得を支援

し、生産性の高い組織への変革を推進しております。

 
③ 社内環境整備の方針

人材の持つポテンシャルを最大限に引き出すため、「自律性」と「高生産性」を両立する職場環境を追求して

おります。

 
ユニット経営によるオーナーシップの醸成

各部門を「ユニット」という小組織に分け、自律的な意思決定と採算管理を徹底しております。これによ

り、社員一人ひとりが経営感覚を持ち、業務の改善や効率化に主体的に取り組む文化を醸成しております。

 
高いエンゲージメントと外部評価の維持

社員が「20代で最も成長できる環境」と実感できる組織づくりに注力した結果、外部機関によるクチコミサ

イト等においても、業界トップクラスの評価(OpenWork「社員による会社評価スコア」等)を継続的に獲得して

おります。この高いエンゲージメントが、優秀な人材の確保とリテンション(定着)に直結しております。

 
④ 連結会社の従業員の給与(賞与を含む。)その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

当社グループは、従業員の給与・賞与その他の給付の決定にあたり、経営計画・事業戦略に基づく役割期待を

職制・職級ごとに明確化し、その達成度を客観的に評価した上で処遇に反映する仕組みを基本方針としておりま

す。
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給与の決定方針

当社の給与は基本給及び各種手当により構成され、職制(グレード職・渉外職・スペシャリスト職・オペレー

ション職等)及び職級に応じた標準給与表に基づき決定しております。

なお、グレード職については入社年次や経験年数によらず、半期ごとの役割期待に応じてグレードを設定す

る役割期待グレード制を採用しております。

 
賞与の決定方針

当社の賞与は年2回(夏季・冬季)支給しており、総原資は当該年度の営業利益に応じて取締役会において決定

しております。

個人別の支給額は、ユニットごとの業績達成率への配分を経た後、個人のパフォーマンス評価及びユニット

長による調整配分により決定しております。

また、当該年度の経常利益を勘案の上、別途決算賞与を支給することがあります。

 
株式報酬等の決定方針

当社では従業員が企業価値の向上に主体的に取り組む意欲を高めるとともに、会社の持続的な成長と従業員

の利益を一致させることを目的として、ストック・オプション制度を導入しております。

株価の上昇が従業員自身の利益に直結する仕組みとすることで、中長期的な視点での業績向上への貢献意欲

を促進することを基本的な考え方としております。

 

(2) 【従業員の状況】

① 連結会社の状況

2026年3月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

デジタルマーケティング支援事業 343〔46〕

合計 343〔46〕
 

(注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平

均人員を〔　〕外数で記載しております。

 
② 提出会社の状況

    2026年3月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

268〔17〕 34.6 8.1 5,831 △2.2
 

(注)1．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間

の平均人員を〔　〕外数で記載しております。

2．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3．当社はデジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載を省略しております。

 
③ 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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④ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

(i) 提出会社

当事業年度

労働者の男女の賃金の差異(％)(注1)

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

88.9 78.2 113.6
 

(注)1．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであり

ます。

2．管理職に占める女性労働者の割合は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64

号)の規定による公開をしていないため記載を省略しております。

3．男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

(平成3年法律第76号)の規定による公開をしていないため記載を省略しております。

 

(ⅱ) 連結子会社

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないた

め、記載を省略しております。
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第5 【経理の状況】

1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

(3) 当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)は、当連結会計年度中に取得した子会社が連結対象となっ

たことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

 
2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の連

結財務諸表及び事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、新宿監査法人により監査を受け

ております。

 
3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、運用できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人及び各種団体の主

催する研修に参加しております。
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1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2026年3月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,064,327

  売掛金 2,548,339

  その他 133,932

  貸倒引当金 △62

  流動資産合計 6,746,537

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物附属設備 118,326

    減価償却累計額 △47,059

    建物附属設備(純額) 71,266

   工具、器具及び備品 100,949

    減価償却累計額 △73,727

    工具、器具及び備品(純額) 27,221

   リース資産 12,263

    減価償却累計額 △5,109

    リース資産(純額) 7,153

   その他 16,428

   有形固定資産合計 122,070

  無形固定資産  

   のれん 306,562

   その他 26,552

   無形固定資産合計 333,114

  投資その他の資産  

   投資有価証券 166,886

   繰延税金資産 204,212

   その他 159,864

   貸倒引当金 △451

   投資その他の資産合計 530,511

  固定資産合計 985,696

 資産合計 7,732,233
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          (単位：千円)

          
当連結会計年度
(2026年3月31日)

負債の部  

 流動負債  

  1年内返済予定の長期借入金 183,340

  リース債務 2,697

  未払金 2,387,917

  未払法人税等 84,809

  契約負債 140,127

  賞与引当金 150,576

  その他 127,624

  流動負債合計 3,077,093

 固定負債  

  長期借入金 633,633

  リース債務 5,620

  退職給付に係る負債 387,251

  役員退職慰労引当金 65,025

  その他 153

  固定負債合計 1,091,683

 負債合計 4,168,777

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 259,800

  資本剰余金 230,257

  利益剰余金 3,086,975

  自己株式 △204,929

  株主資本合計 3,372,103

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 4,840

  為替換算調整勘定 △3,113

  退職給付に係る調整累計額 62,701

  その他の包括利益累計額合計 64,428

 非支配株主持分 126,925

 純資産合計 3,563,456

負債純資産合計 7,732,233
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自　2025年4月 1日
 至　2026年3月31日)

売上高 ※1  4,256,886

売上原価 555,018

売上総利益 3,701,868

販売費及び一般管理費 ※2  3,042,454

営業利益 659,413

営業外収益  

 受取利息 8,032

 受取配当金 5,482

 消耗品売却収入 547

 その他 1,953

 営業外収益合計 16,015

営業外費用  

 支払利息 8,229

 支払手数料 5,256

 その他 189

 営業外費用合計 13,674

経常利益 661,754

税金等調整前当期純利益 661,754

法人税、住民税及び事業税 211,041

法人税等調整額 16,201

法人税等合計 227,243

当期純利益 434,510

非支配株主に帰属する当期純損失(△) △2,459

親会社株主に帰属する当期純利益 436,970
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【連結包括利益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自　2025年4月 1日
　至　2026年3月31日)

当期純利益 434,510

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 4,840

 為替換算調整勘定 △2,878

 退職給付に係る調整額 △33,255

 その他の包括利益合計 ※1  △31,293

包括利益 403,217

(内訳)  

 親会社株主に係る包括利益 405,442

 非支配株主に係る包括利益 △2,224
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 259,800 262,679 2,762,424 △16,239 3,268,664

当期変動額      

剰余金の配当   △112,420  △112,420

親会社株主に帰属する

当期純利益
  436,970  436,970

自己株式の取得    △257,000 △257,000

自己株式の処分  △32,422  68,309 35,887

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
     

当期変動額合計 ― △32,422 324,550 △188,690 103,438

当期末残高 259,800 230,257 3,086,975 △204,929 3,372,103
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 ― ― ― ― ― 3,268,664

当期変動額       

剰余金の配当      △112,420

親会社株主に帰属する

当期純利益
     436,970

自己株式の取得      △257,000

自己株式の処分      35,887

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
4,840 △3,113 62,701 64,428 126,925 191,353

当期変動額合計 4,840 △3,113 62,701 64,428 126,925 294,791

当期末残高 4,840 △3,113 62,701 64,428 126,925 3,563,456
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自　2025年4月 1日
　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 661,754

 減価償却費 50,447

 のれん償却額 11,193

 貸倒引当金の増減額(△は減少) △416

 受取利息及び受取配当金 △13,514

 支払利息 8,229

 支払手数料 5,256

 為替差損益(△は益) 6,967

 売上債権の増減額(△は増加) 180,850

 前払費用の増減額(△は増加) 8,052

 長期前払費用の増減額(△は増加) △1,838

 賞与引当金の増減額(△は減少) △12,098

 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 1,275

 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5,395

 未払金の増減額(△は減少) △292,809

 未払費用の増減額(△は減少) △9,111

 契約負債の増減額(△は減少) 3,684

 その他 △17,755

 小計 595,562

 利息及び配当金の受取額 13,353

 利息の支払額 △8,229

 法人税等の支払額 △347,952

 営業活動によるキャッシュ・フロー 252,733

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △35,714

 無形固定資産の取得による支出 △2,800

 投資有価証券の取得による支出 △99,975

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2  △182,217

 貸付金の回収による収入 5,866

 敷金及び保証金の差入による支出 △7,377

 投資活動によるキャッシュ・フロー △322,218

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の増減額(△は減少) △2,427

 長期借入れによる収入 895,000

 長期借入金の返済による支出 △194,027

 リース債務の返済による支出 △2,697

 自己株式の取得による支出 △257,256

 自己株式の処分による収入 35,887

 配当金の支払額 △112,270

 財務活動によるキャッシュ・フロー 362,208

現金及び現金同等物に係る換算差額 534

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 293,259

現金及び現金同等物の期首残高 3,771,068

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,064,327
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　5社

主要な連結子会社の名称

「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

当連結会計年度にて、株式の取得に伴い、株式会社Sales Lab、亞星通股份有限公司及びその子会社3社を連結

の範囲に含めております。

 

(2) 主要な非連結子会社名

該当事項はありません。

 

2．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

 
3．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

4．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

a. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く。)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4

月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法及び取得価額10万円以上20万円未満の一括償却

資産については均等償却によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　　8年～18年

工具、器具及び備品　3年～15年

一括償却資産　　　　3年

② 無形固定資産(リース資産を除く。)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に簡便法を適用しております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しており

ますが、顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当する

と判断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した総額、あるいは手数料の金額を収

益として認識しております。

・デジタルマーケティング支援事業

広告収入における主な履行義務は、顧客と合意した契約条件に基づいて広告をメディアに出稿することでありま

す。当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるため、顧客との各契約条件に応じて収益を認識しておりま

す。

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特

例処理によっております。

 
(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却期間については、その効果の発現する期間(7年)で均等償却しております。

 
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 

(重要な会計上の見積り)

会計上の見積りは、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結

会計年度の連結財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重

要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
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1．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 (単位：千円)

 当連結会計年度

繰延税金資産 204,212

繰延税金負債 153
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、将来減算一時差異

のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で繰延税金資産の回収可能性を判断し、繰延

税金資産を計上しております。

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性における重要な見積りは、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に

よって見積っております。

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税

所得の時期及び金額が著しく異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重

要な影響を与える可能性があります。

 
2．のれんの評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

 (単位：千円)

 当連結会計年度

のれん 306,562
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

当社グループでは、連結貸借対照表において、デジタルマーケティング支援事業を営む亞星通股份有限公司の

株式取得に伴い発生したのれんを計上しております。

のれんの償却期間については、その効果の発現する期間で償却することとしており、買収時に見込んだ将来計

画の達成状況を確認することにより超過収益力の毀損の有無を判定し、経営環境の著しい悪化等、減損の兆候が

発生した場合には減損の判定を行うこととしており、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資

産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、

減損損失を認識することとしております。

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

減損の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積りは、対象会社の事業計画を基礎とし、その期間経過後は

将来の不確実性を考慮した成長率をもとに算定することとしております。

③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

のれんの減損の要否の判定については、将来キャッシュ・フロー等について一定の仮定を設定しております

が、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、業績が大幅に悪化した場合や仮定の見直しが必

要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表におけるのれんの金額に影響を与える可能性がありま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

 64/104



 

(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日)

　ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであ

ります。

 
(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額につきましては、現時点で評価中であ

ります。

 
(連結貸借対照表関係)

当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末

における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 500,000 
 

 

 
(連結損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

 
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

給与手当 1,351,996千円

賞与引当金繰入額 278,561 

法定福利費 246,730 

福利厚生費 34,663 

退職給付費用 62,486 

役員退職慰労引当金繰入額 11,045 
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(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 7,068千円

組替調整額 ―  

法人税等及び税効果調整前 7,068  

法人税等及び税効果額 △2,227  

その他有価証券評価差額金 4,840  

為替換算調整勘定   

当期発生額 △2,878  

組替調整額 ―  

法人税等及び税効果調整前 △2,878  

法人税等及び税効果額 ―  

為替換算調整勘定 △2,878  

退職給付に係る調整額   

当期発生額 △54,785  

組替調整額 6,224  

法人税等及び税効果調整前 △48,561  

法人税等及び税効果額 15,306  

退職給付に係る調整額 △33,255  

その他の包括利益合計 △31,293  
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

1．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,080,000 ― ― 8,080,000
 

 
2．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 50,000 500,000 137,500 412,500
 

(変動事由の概要)

増加数及び減少数の内訳は、次のとおりであります。

自己株式立会外買付取引(TOSTNeT-3)による取得 500,000株

ストック・オプションの行使による減少 137,500株
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3．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計

年度末残高

(千円)

当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会計

年度末

提出会社

第1回ストック・オ

プションとしての新

株予約権 (注)

― ― ― ― ― ―

第2回ストック・オ

プションとしての新

株予約権 (注)

― ― ― ― ― ―

第3回ストック・オ

プションとしての新

株予約権 (注)

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―
 

(注)当社はストック・オプションとしての新株予約権を発行しておりますが、付与時は当社株式は非上場であり、「単

位当たりの本源的価値」は零であるため、残高はありません。

 
4．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2025年5月27日

取締役会
普通株式 112,420 14 2025年3月31日 2025年6月12日

 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2026年5月14日

取締役会
普通株式 利益剰余金 138,015 18 2026年3月31日 2026年6月11日

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

現金及び預金 4,064,327千円

現金及び現金同等物 4,064,327 
 

 
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

(1) 株式の取得により新たに株式会社Sales Labを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式会社Sales Lab株式の取得価額と株式会社Sales Lab取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

流動資産 23,862千円

固定資産 9,938 

流動負債 △14,458 

固定負債 △3,712 

株式の取得価額 15,630 

現金及び現金同等物 ― 

差引：取得のための支出 15,630 
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(2) 株式の取得により新たに亞星通股份有限公司を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに亞

星通股份有限公司株式の取得価額と亞星通股份有限公司取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

流動資産 1,098,266千円

固定資産 181,682 

のれん 317,186 

為替換算調整勘定 4,504 

流動負債 △636,766 

固定負債 △70,842 

非支配株主持分 △129,150 

支配獲得時までの既保有額 △38,916 

株式の取得価額 725,964 

現金及び現金同等物 △559,376 

差引：取得のための支出 166,587 
 

 
(リース取引関係)

1．ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

・有形固定資産 

主として、事務機器(工具、器具及び備品)であります。

② リース資産の減価償却の方法

「注記事項　(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)　3．会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法 ③リース資産」に記載のとおりであります。

 

2．オペレーティング・リース取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入れにより資金を調達

しております。有利子負債の一部には財務制限条項が付されております。その詳細は、「第2　事業の状況　5　重

要な契約等」に記載しております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。投資有価証券は、主と

して業務上の関係を有する企業の株式であります。これらは、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的

に投資先企業の財務諸表等を把握し、適正に評価の見直しを行うとともに投資価値の回収に努めております。

借入金の使途は、運転資金及び子会社株式取得に要する資金(短期及び長期)であり、ファイナンス・リース取引

に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動

性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。

 

2．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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当連結会計年度(2026年3月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券(*2)    

その他有価証券 107,043 107,043 ―

資産計 107,043 107,043 ―

(1) 長期借入金
　　(1年内返済予定を含む)

816,973 815,769 △1,203

(2) リース債務
　　(1年内返済予定を含む)

8,318 7,421 △897

負債計 825,291 823,191 △2,100
 

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」、「契約負債」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、上記表中には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。

区分 当連結会計年度(千円)

非上場株式 59,843
 

 
(注1) 長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

当連結会計年度(2026年3月31日)

 
1年以内
(千円)

1年超
2年以内
(千円)

2年超
3年以内
(千円)

3年超
4年以内
(千円)

4年超
5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金
(1年内返済予定を含む)

183,340 167,340 116,993 100,200 100,200 148,900

リース債務
(1年内返済予定を含む)

2,697 2,697 2,697 224 ― ―

合計 186,037 170,037 119,690 100,424 100,200 148,900
 

 

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して

おります。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分
時価(千円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 107,043 ― ― 107,043

資産計 107,043 ― ― 107,043
 

 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

 69/104



 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分
時価(千円)

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金
(1年内返済予定を含む)

― 815,769 ― 815,769

リース債務
(1年内返済予定を含む)

― 7,421 ― 7,421

負債計 ― 823,191 ― 823,191
 

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類

しております。

長期借入金

長期借入金の元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定

しており、レベル2の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定し、レベル2の時価に分類しております。

 

(有価証券関係)

1．その他有価証券

当連結会計年度(2026年3月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

株式 107,043 99,975 7,068

合計 107,043 99,975 7,068
 

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額59,843千円)については、市場価格のない株式等であるため、上表の「株式」に

は含めておりません。

 
2．連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度(非積立型制度)及び確定拠出年金を組み合わせた退職給付制度を採用しております。また

一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。
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2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

  

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高 426,705千円

勤務費用 57,111 

利息費用 9,174 

数理計算上の差異の発生額 △54,785 

退職給付の支払額 △55,463 

退職給付債務の期末残高 382,741 
 

 

(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

  

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 ―千円

新規連結に伴う増加額 3,712 

退職給付費用 797 

退職給付に係る負債の期末残高 4,510 
 

 
(3) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

  

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

非積立型制度の退職給付債務 387,251千円

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

387,251 

   

退職給付に係る負債 387,251 

連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

387,251 
 

(注)上記には、簡便法を適用した制度の額が含まれております。

 
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

勤務費用 57,111千円

利息費用 9,174 

数理計算上の差異の費用処理額 △6,224  
簡便法で計算した退職給付費用 797 

その他 1,627 

確定給付制度に係る
退職給付費用

62,486 
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(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

  

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

数理計算上の差異 △48,561千円
 

 
(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(法人税等及び税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

  

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

未認識数理計算上の差異 △91,562 千円
 

 
(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)

  

 
当連結会計年度

(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

割引率 3.10 ％
 

 

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度6,765千円であります。

 
(ストック・オプション等関係)

1．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

2．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権

決議年月日 2023年3月27日 2023年6月28日 2024年3月15日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　1名
当社取締役　 5名
当社従業員　15名

当社従業員　56名

株式の種類別のストック・オプション
の数(注)

普通株式　250,000株 普通株式　146,250株 普通株式　97,500株

付与日 2023年3月28日 2023年7月8日 2024年4月6日

権利確定条件

「第4　提出会社の状
況　1　株式等の状況　
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第4　提出会社の状
況　1　株式等の状況　
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

「第4　提出会社の状
況　1　株式等の状況　
(2)新株予約権等の状
況」に記載のとおりで
あります。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2025年3月28日
至　2033年3月27日

自　2025年6月29日
至　2033年6月28日

自　2026年3月16日
至　2034年3月15日

 

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2025年1月1日付株式分割(普通株式1株につき50株の割合)による分割後

の株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権

権利確定前(株)    

前連結会計年度末 ― 146,250 97,500

付与 ― ― ―

失効 ― ― ―

権利確定 ― 146,250 97,500

未確定残 ― ― ―

権利確定後(株)    

前連結会計年度末 250,000 ― ―

権利確定 ― 146,250 97,500

権利行使 100,000 37,500 ―

失効 ― 7,500 16,250

未行使残 150,000 101,250 81,250
 

 

② 単価情報

 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権

権利行使価格(円) 237 325 500

行使時平均株価(円) 490.50 490.50 ―

付与日における公正な評価単価(円) ― ― ―
 

 

3．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。
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(税効果会計関係)

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

繰延税金資産   

退職給付に係る負債 149,500千円

賞与引当金 42,862 

役員退職慰労引当金 20,495 

敷金償却 21,105 

その他 3,842 

繰延税金資産小計 237,807 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引
当額

△21,338 

評価性引当額小計 △21,338 

繰延税金資産合計 216,468 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △2,227 

海外子会社の留保利益金 △10,028 

その他 △153 

繰延税金負債合計 △12,409 

繰延税金資産純額 204,058 
 

 
2．当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

 

固定資産－繰延税金資産 204,212千円

固定負債－その他(繰延税金負債) 153 
 

 
3．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

法定実効税率 30.6％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 

住民税均等割 0.1 

受取配当金益金不算入 △0.1 

在外連結子会社留保利益に対する繰延税金負債の増減 1.5 

のれん償却額 0.5 

その他 1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.3 
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(企業結合等関係)

(株式取得による子会社化)

1．株式会社Sales Lab

当社は、2025年9月3日開催の取締役会において、株式会社Sales Labの全株式を取得し、子会社化することに

ついて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は2025年10月10日付で株

式会社Sales Labの全株式を取得しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社Sales Lab

事業の内容 営業DX支援サービス
 

② 企業結合を行った主な理由

既存の広告事業に加え、インサイドセールス領域に進出し、顧客の営業活動まで支援することで、当社

のBtoB事業の競争力を高めるため、本件株式取得をいたしました。

③ 企業結合日

2025年10月10日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、株式を取得したためであります。

 
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2025年10月1日から2026年3月31日まで

 
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 16,840千円  

取得原価  16,840千円  
 

 
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　1,600千円

 
(5) 発生したのれんの金額

―千円

 
(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 23,862 千円

固定資産 9,938  
資産合計 33,801  
流動負債 14,458  
固定負債 3,712  
負債合計 18,171  

 

 
(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
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2．亞星通股份有限公司及びその子会社

当社は、2025年9月4日開催の取締役会において、亞星通股份有限公司の株式を取得し、子会社化することに

ついて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は2026年1月15日付で亞星

通股份有限公司の株式を取得しました。

なお、亞星通股份有限公司を子会社化することに伴い、同社の子会社である株式会社スタートアジアジャパ

ン、日台通販國際股份有限公司及び美迪科思行銷股份有限公司は当社の孫会社となりました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 亞星通股份有限公司

事業の内容 日系D2C企業の台湾及び海外進出支援、現地でのマーケティング支援事業
 

② 企業結合を行う主な理由

当社の海外進出による事業拡大と、既存顧客の海外マーケティング支援を強化し、事業成長を加速させ

るため、本件株式取得をいたしました。

③ 企業結合日

2026年1月15日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

76.91％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、株式を取得したためであります。

 
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2026年1月1日から2026年3月31日まで

 

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 144,710千台湾ドル (725,985千円)

取得原価  144,710千台湾ドル (725,985千円)
 

なお、取得の対価には、条件付取得対価を含めておりません。条件付取得対価は、被取得会社の将来の

一定期間の業績に応じて支払いを行う契約となっており、現時点では確定しておりません。

取得対価の追加支払が発生した場合、取得時に支払ったものとみなして取得原価を修正し、のれんの金

額及びのれんの償却額を修正することとしております。

 
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　2,733千円

 
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

317,186千円

② 発生原因

主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

7年間にわたる均等償却
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(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,098,266 千円

固定資産 181,682  
資産合計 1,279,948  
流動負債 636,766  
固定負債 70,842  
負債合計 707,608  

 

 

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

 
(資産除去債務関係)

当連結会計年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

当社グループは、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として

認識しております。

なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金

の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を

費用計上する方法によっております。

 

(収益認識関係)

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 (単位：千円)

 
当連結会計年度
(自　2025年4月 1日
　至　2026年3月31日)

一時点で移転される財又はサービス 4,256,886

一定の期間にわたり移転される財又はサービス ―

顧客との契約から生じる収益 4,256,886

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 4,256,886
 

 
2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。

 
3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等

 (単位：千円)

 
当連結会計年度
(2026年3月31日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 2,226,769

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 2,548,339

契約負債(期首残高) 136,442

契約負債(期末残高) 140,127
 

顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において「売掛金」として表示しております。

契約負債は、顧客から受け取った「前受金」であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識

された収益額のうち期首の契約負債残高に含まれていた額は、136,442千円であります。
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループは、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義

務に関する情報の記載を省略しております。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1．商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

2．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

  (千円)

日本 台湾 合計

102,894 19,175 122,070
 

 

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社グループは、デジタルマーケティング支援事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 
③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

④ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

議決権の
被所有割合
(%)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主 小谷中　茂樹 19.97 ― 自己株式の取得 257,000 ― ―
 

(注)1．議決権の被所有割合は、自己株式取得後のものであります。

2．自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引

価格は2025年9月16日の終値によるものです。

 
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。
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(1株当たり情報)

 

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

 至　2026年3月31日)

1株当たり純資産額 448.19円

1株当たり当期純利益 56.16円

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

55.29円
 

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当連結会計年度
(自　2025年4月 1日
 至　2026年3月31日)

1株当たり当期純利益  

  親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 436,970

  普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

436,970

  普通株式の期中平均株式数(株) 7,780,630

  

潜在株式調整後1株当たり当期純利益  

親会社株主に帰属する
当期純利益調整額(千円)

―

 普通株式増加数(株) 121,920

 (うち新株予約権)(株) (121,920)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

―

 

 
(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2026年6月15日開催の当社取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、

自己株式取得に係る事項について決議し、2026年6月16日に取得を実施いたしました。なお、当決議に基づく自己

株式の取得はこれをもって終了しております。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。

 
(2) 取得の方法

2026年6月15日の終値(最終特別気配を含む)470円で、2026年6月16日午前8時45分の東京証券取引所の自己株

式立会外取引(ToSTNeT-3)において、買付けの委託を行いました(その他の取引制度や取引時間への変更は行っ

ておりません。）。当該買付注文は当該取引時間限りの注文としております。

 
(3) 取得に係る事項の内容

① 取得対象株式の種類 当社普通株式

② 取得し得る株式総数 400,000株(上限)

発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.22%

③ 株式の取得価格の総額 188,000千円
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(4) 自己株式の取得結果

① 取得株式の種類 当社普通株式

② 取得した株式の総数 350,900株

③ 株式の取得価格の総額 164,923千円

④ 取得日 2026年6月16日

⑤ 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
 

 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

 81/104



⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金 ― 183,340 1.4 ―

1年以内に返済予定のリース債務 ― 2,697 ― ―

長期借入金(1年以内に返済予定のも
のを除く。)

― 633,633 1.5
2028年4月～2032年9
月

リース債務(1年以内に返済予定のも
のを除く。)

― 5,620 ― 2029年4月

合計 ― 825,291 ― ―
 

(注)1．連結財務諸表作成初年度のため、期首残高は記載しておりません。

2．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸

借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3．長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予

定額の総額

区分
1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金 167,340 116,993 100,200 100,200

リース債務 2,697 2,697 224 ―
 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 
第1四半期
連結累計期間

中間連結会計期間
第3四半期
連結累計期間

当連結会計年度

売上高 (千円) ― ― 2,999,253 4,256,886

税金等調整前中間
(四半期)(当期)純利益

(千円) ― ― 456,488 661,754

親会社株主に帰属する
中間(四半期)(当期)
純利益

(千円) ― ― 310,315 436,970

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円) ― ― 39.58 56.16
 

(注)2026年3月期第3四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しているため、第1四半期連結累計期間及び中間連結会

計期間に係る記載を省略しております。第3四半期連結累計期間については金融商品取引所の定める規則により作成

した四半期情報を記載しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。
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2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年3月31日)
当事業年度

(2026年3月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,771,068 3,571,553

  電子記録債権 172 ―

  売掛金 2,226,597 ※1  2,143,153

  前渡金 619 ―

  前払費用 103,539 ※1  103,485

  その他 455 ※1  3,215

  流動資産合計 6,102,453 5,821,407

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 109,927 109,927

    減価償却累計額 △38,899 △46,161

    建物附属設備(純額) 71,027 63,765

   工具、器具及び備品 49,897 57,418

    減価償却累計額 △35,039 △41,871

    工具、器具及び備品(純額) 14,857 15,547

   リース資産 12,263 12,263

    減価償却累計額 △2,657 △5,109

    リース資産(純額) 9,606 7,153

   その他 19,322 16,428

   有形固定資産合計 114,813 102,894

  無形固定資産   

   商標権 2,392 2,151

   ソフトウエア 19,550 10,515

   その他 799 799

   無形固定資産合計 22,742 13,466

  投資その他の資産   

   投資有価証券 27,075 133,847

   関係会社株式 ― 745,249

   長期貸付金 16,596 ※1  34,487

   従業員に対する長期貸付金 888 ―

   長期前払費用 12,180 14,018

   繰延税金資産 235,909 226,963

   その他 136,909 ※1  137,223

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 429,558 1,291,791

  固定資産合計 567,115 1,408,151

 資産合計 6,669,568 7,229,559
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年3月31日)
当事業年度

(2026年3月31日)

負債の部   

 流動負債   

  1年内返済予定の長期借入金 95,000 183,340

  リース債務 2,697 2,697

  未払金 2,132,248 ※1  1,985,712

  未払費用 31,803 31,678

  未払法人税等 184,258 76,687

  未払消費税等 76,519 42,414

  預り金 27,620 25,522

  契約負債 136,442 140,127

  賞与引当金 145,117 135,986

  その他 1,241 631

  流動負債合計 2,832,949 2,624,799

 固定負債   

  長期借入金 16,000 633,633

  リース債務 8,318 5,620

  退職給付引当金 469,705 474,304

  役員退職慰労引当金 63,750 65,025

  その他 10,180 ―

  固定負債合計 567,954 1,178,582

 負債合計 3,400,903 3,803,382

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 259,800 259,800

  資本剰余金   

   資本準備金 184,800 184,800

   その他資本剰余金 77,879 45,457

   資本剰余金合計 262,679 230,257

  利益剰余金   

   利益準備金 18,150 18,150

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 2,744,274 3,118,059

   利益剰余金合計 2,762,424 3,136,209

  自己株式 △16,239 △204,929

  株主資本合計 3,268,664 3,421,337

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 ― 4,840

  評価・換算差額等合計 ― 4,840

 純資産合計 3,268,664 3,426,177

負債純資産合計 6,669,568 7,229,559
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自  2024年4月 1日
  至  2025年3月31日)

当事業年度
(自  2025年4月 1日
  至  2026年3月31日)

売上高 4,161,843 ※1  3,996,699

売上原価 433,437 ※1  410,680

売上総利益 3,728,406 3,586,019

販売費及び一般管理費 ※2  2,925,837 ※2  2,889,174

営業利益 802,568 696,844

営業外収益   

 受取利息 2,084 ※1  8,217

 受取配当金 600 5,482

 保険返戻金 149,043 ―

 為替差益 ― 3,264

 消耗品売却収入 ― 547

 受取出向料 ― 1,448

 その他 933 ※1  928

 営業外収益合計 152,661 19,888

営業外費用   

 支払利息 2,418 8,226

 為替差損 955 ―

 支払手数料 ― 5,256

 営業外費用合計 3,373 13,482

経常利益 951,856 703,250

特別損失   

 固定資産除却損 ※3  0 ―

 特別損失合計 0 ―

税引前当期純利益 951,856 703,250

法人税、住民税及び事業税 289,562 210,327

法人税等調整額 △141,396 6,717

法人税等合計 148,166 217,045

当期純利益 803,690 486,204
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2024年4月 1日
至　2025年3月31日)

当事業年度
(自　2025年4月 1日
至　2026年3月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

外注費  433,437 100.0 410,680 100.0

売上原価合計  433,437 100.0 410,680 100.0
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 75,800 800 77,879 78,679 18,150 2,000,824 2,018,974 △16,239 2,157,214

当期変動額          

新株の発行 184,000 184,000  184,000     368,000

剰余金の配当      △60,240 △60,240  △60,240

当期純利益      803,690 803,690  803,690

当期変動額合計 184,000 184,000 ― 184,000 ― 743,450 743,450 ― 1,111,450

当期末残高 259,800 184,800 77,879 262,679 18,150 2,744,274 2,762,424 △16,239 3,268,664
 

 

 純資産合計

当期首残高 2,157,214

当期変動額  

新株の発行 368,000

剰余金の配当 △60,240

当期純利益 803,690

当期変動額合計 1,111,450

当期末残高 3,268,664
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当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 259,800 184,800 77,879 262,679 18,150 2,744,274 2,762,424 △16,239 3,268,664

当期変動額          

新株の発行         ―

剰余金の配当      △112,420 △112,420  △112,420

当期純利益      486,204 486,204  486,204

自己株式の取得        △257,000 △257,000

自己株式の処分   △32,422 △32,422    68,309 35,887

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

         

当期変動額合計 ― ― △32,422 △32,422 ― 373,784 373,784 △188,690 152,672

当期末残高 259,800 184,800 45,457 230,257 18,150 3,118,059 3,136,209 △204,929 3,421,337
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 ― ― 3,268,664

当期変動額    

新株の発行   ―

剰余金の配当   △112,420

当期純利益   486,204

自己株式の取得   △257,000

自己株式の処分   35,887

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

4,840 4,840 4,840

当期変動額合計 4,840 4,840 157,512

当期末残高 4,840 4,840 3,426,177
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【注記事項】

(重要な会計方針)

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 
2．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 
3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)並びに2016年4月

1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法及び取得価額10万円以上20万円未満の一括償却資産

については均等償却によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　　8年～18年

工具、器具及び備品　3年～15年

一括償却資産　　　　3年

 
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。

 
(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

 
(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

 
5．重要な収益及び費用の計上基準

本人としての性質が強いと判断される取引については、顧客から受領する対価の総額を収益として認識しておりま

すが、顧客への財又はサービスの提供において当社がその財又はサービスを支配しておらず、代理人に該当すると判

断した取引については、顧客から受領する対価から関連する原価を控除した総額、あるいは手数料の金額を収益とし

て認識しております。

・デジタルマーケティング支援事業

広告収入における主な履行義務は、顧客と合意した契約条件に基づいて広告をメディアに出稿することでありま

す。当該履行義務は広告配信期間にわたって充足されるため、顧客との各契約条件に応じて収益を認識しておりま

す。

 
6．ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例

処理によっております。

 
(重要な会計上の見積り)

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

1．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 (単位：千円)

繰延税金資産 235,909
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、将来減算一時差異

のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で繰延税金資産の回収可能性を判断し、繰延

税金資産を計上しております。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性における重要な見積りは、当社の事業計画に基づく課税所得であり、売上高、売上

総利益率、販売費及び一般管理費の予測が主要な仮定となっております。

③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税

所得の時期及び金額が著しく異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響

を与える可能性があります。

 
当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

1．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 (単位：千円)

繰延税金資産 226,963
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、将来減算一時差異

のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で繰延税金資産の回収可能性を判断し、繰延

税金資産を計上しております。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性における重要な見積りは、当社の事業計画に基づく課税所得であり、売上高、売上
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総利益率、販売費及び一般管理費の予測が主要な仮定となっております。

③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税

所得の時期及び金額が著しく異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響

を与える可能性があります。

 
2．関係会社株式の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

 (単位：千円)

関係会社株式 745,249
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

関係会社株式は移動平均法による原価法により計上しております。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

関係会社株式はすべて市場価格のない株式のため、これらの株式の評価においては各関係会社株式の実質価額

と帳簿価額を比較検討することにより減損処理の要否を判断しています。関係会社株式の実質価額は各関係会社

の純資産額にて評価しております。

③ 翌事業年度の連結財務諸表に与える影響

関係会社の属する市場環境や競合他社の状況等によって、関係会社の財政状態の悪化が生じた場合には、翌事

業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

 
(表示方法の変更)

(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)

当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則

第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に

変更しております。

 

(貸借対照表関係)

※1　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 
前事業年度

(2025年3月31日)
当事業年度

(2026年3月31日)

短期金銭債権 ― 千円 18,049 千円

長期金銭債権 ―  35,782  

短期金銭債務 ―  607  
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※2　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末にお

ける当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

 (2025年3月31日)
当事業年度

(2026年3月31日)

当座貸越極度額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 ―  ― 

差引額 500,000  500,000 
 

 
(損益計算書関係)

※1　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

営業取引による取引高     

売上高 ― 千円 10,493千円

仕入高 ―  6,540  

営業取引以外の取引による取引高 ―  1,685  
 

 

※2　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度71％、当事業年度67％、一般管理費に属する費用のおおよその

割合は前事業年度29％、当事業年度33％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日)

給料手当 1,316,747千円 1,288,564千円

賞与引当金繰入 287,105 271,386 
法定福利費 252,304 245,154 
福利厚生費 38,115 30,920 
減価償却費 47,420 50,855 
退職給付費用 63,412 61,688 
役員退職慰労引当金繰入額 3,160 11,045 

 

 

※3　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日)

工具、器具及び備品 0千円 ― 千円
 

 
(有価証券関係)

関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

 (単位：千円)

区分
当事業年度

(2026年3月31日)

関係会社株式 745,249

計 745,249
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(税効果会計関係)

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 前事業年度
(2025年3月31日)

 
当事業年度

(2026年3月31日)

繰延税金資産      
退職給付引当金 151,259千円  149,500千円

賞与引当金 44,434   42,862  

役員退職慰労引当金 20,094   20,495  

敷金償却 21,105   21,105  

その他 20,353   16,565  

繰延税金資産小計 257,248   250,530  

評価性引当額 △21,338   △21,338  

繰延税金資産合計 235,909   229,191  

繰延税金負債      
その他有価証券評価差額金 ―   △2,227  

繰延税金負債合計 ―   △2,227  

繰延税金資産純額 235,909  226,963 
 

 
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 前事業年度
(2025年3月31日)

 
当事業年度

(2026年3月31日)

法定実効税率 30.6％  ―％

(調整)      
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4   ―  

評価性引当額の増減 △18.4   ―  

税率変更による影響 2.9   ―  

その他 0.1   ―  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.6  ― 
 

(注)当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の5以下であるため、記載を省略しております。

 
(企業結合等関係)

取得による企業結合

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

「第5　経理の状況　1　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項　(重要な後発事象)」に同一の内容を

記載しているので、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

建物附属設備 109,927 ― ― 109,927 46,161 7,261 63,765

工具、器具及び備品 49,897 7,521 ― 57,418 41,871 6,832 15,547

一括償却資産 45,217 18,267 ― 63,485 47,056 21,161 16,428

リース資産 12,263 ― ― 12,263 5,109 2,452 7,153

有形固定資産計 217,304 25,789 ― 243,094 140,199 37,708 102,894

無形固定資産        

商標権 ― ― ― 2,412 261 241 2,151

ソフトウエア ― ― ― 90,762 80,246 9,035 10,515

その他 ― ― ― 799 ― ― 799

無形固定資産計 ― ― ― 93,974 80,508 9,276 13,466

長期前払費用 ― ― ― 22,740 8,721 3,870 14,018
 

(注)1．無形固定資産及び長期前払費用の期末帳簿価額が資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」「当期増加

額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

2．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

一括償却資産 ノートパソコン 17,724 千円
 

 

【引当金明細表】

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 0 ― ― ― 0

賞与引当金 145,117 730,710 280,517 459,323 135,986

役員退職慰労引当金 63,750 17,550 16,275 ― 65,025
 

(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、実際支給額との差額の戻入額であります。

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後3ヶ月以内

基準日 毎年3月31日

剰余金の配当の基準日
毎年9月30日
毎年3月31日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

    株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　
三菱UFJ信託銀行株式会社

    取次所 ―

    買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。
(公告掲載URL：https://www.medix-inc.co.jp/)

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

 

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第42期(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)　2025年6月26日 関東財務局長に提出。

 
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年6月26日 関東財務局長に提出。

 
(3) 半期報告書及び確認書

第43期中(自　2025年4月1日　至　2025年9月30日)　2025年11月11日 関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

① 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会にお

ける議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書

2025年7月1日　関東財務局長に提出。

② 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異

動)の規定に基づく臨時報告書

2025年9月16日　関東財務局長に提出。

③ 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規

定(子会社取得・特定子会社の異動)に基づく臨時報告書

2025年9月16日　関東財務局長に提出。

④ 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定(財務

上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結)に基づく臨時報告書

2025年9月26日　関東財務局長に提出。

 
(5) 臨時報告書の訂正報告書

金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく、上記(4)③に関する臨時報告書の訂正報告書

2026年1月16日　関東財務局長に提出。

 
(6)有価証券届出書の訂正届出書

2025年2月12日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書

2025年6月26日　関東財務局長に提出。

 
(7) 自己株券買付状況報告書

報告期間(自　2025年9月1日　至　2025年9月30日)2025年10月3日　関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

 98/104



独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年6月25日

株式会社メディックス

取締役会 御中

 

新　宿　監　査　法　人
 

東京都新宿区
 

 
指定社員

業務執行社員  公認会計士 壬 生　米 秋  
 

 
指定社員

業務執行社員  公認会計士 白 方　敬 裕  
 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社メディックスの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社メディックス及び連結子会社の2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連

結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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のれんの評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り) 2.のれんの評

価に記載のとおり、会社は、当連結会計年度にて、2社

の株式の取得を行い、5社を子会社化した。その結果、

のれんを306,562千円計上している。

のれんの償却期間については、その効果の発現する期

間で償却することとしており、買収時に見込んだ将来計

画の達成状況を確認することにより超過収益力の毀損の

有無を判定し、経営環境の著しい悪化等、減損の兆候が

発生した場合には減損の判定を行うこととしている。減

損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資

産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合に

は、減損損失を認識する。

減損の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積り

は、対象会社の事業計画を基礎とし、その期間経過後は

将来の不確実性を考慮した成長率をもとに算定すること

としている。

なお、当連結会計年度において、会社は、のれんを含

む資産グループについて減損の兆候はないと判断してい

る。

のれんの評価は、支配獲得時に識別した超過収益力の

評価を含み、経営者の重要な判断を伴うことから、当監

査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当す

るものと判断した。

当監査法人は、取得した海外連結子会社に係るのれん

の評価を検討するため、主として以下の監査手続を実施

した。

・株式譲渡契約書、取締役会議事録及び取得価額の決定

に関する資料を閲覧し、取得の概要、取得価額の決定

過程及びのれんの発生原因を理解した。

・企業結合に係る会計処理における取得価額、取得した

資産及び引き受けた負債の金額並びにのれん及びのれ

んと区別すべき識別可能な無形資産の有無について検

討した。

・取得価額の決定時に会社が作成した将来の収益力をも

とに会社が決定したのれんの償却期間を検討した。

・経営環境の著しい悪化を示す状況がないかどうかにつ

いて、経営者への質問を実施するとともに、取締役会

等の会議体の議事録や関連資料を閲覧することによ

り、直近の事業環境を理解し、のれんの減損の兆候の

有無について検討した。

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
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することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（3）【監査の

状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年6月25日

株式会社メディックス

取締役会 御中

 

新　宿　監　査　法　人
 

東京都新宿区
 

 
指定社員

業務執行社員  公認会計士 壬 生 米 秋  
 

 
指定社員

業務執行社員  公認会計士 白 方　敬 裕  
 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社メディックスの2025年4月1日から2026年3月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社メディックスの2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（重要な会計上の見積り）2．関係会社

株式の評価に記載のとおり、会社は、当事業年度にて2

社の株式の取得を行い、関係会社株式745,249千円を計

上している。

当該市場価格のない関係会社株式については、実質価

額が取得価額に比べ著しく下落した場合、将来の事業計

画等により回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処

理を行うとしている。

関係会社株式の実質価額の算定及び、実質価額が取得

価額に比べ著しく下落した場合における回復可能性の判

断には、経営者の判断を必要とすることから、当監査法

人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するもの

と判断した。

当監査法人は、取得した国内及び海外子会社株式の評

価を検討するため、主として以下の監査手続を実施し

た。

・関係会社株式の評価に係る実質価額の著しい低下の有

無について、経営者が実施する判定基準を理解した。

・株式譲渡契約書、取締役会議事録及び取得価額の決定

に関する資料を閲覧し、取得の概要、取得価額の決定

過程及び取得価額に含まれる将来収益力の内容を理解

した。

・個別財務諸表に計上された関係会社株式の取得原価に

ついて、株式譲渡契約書、及び関連する会計資料と照

合した。

・国内及び海外子会社の期末財務情報を入手し、同社の

財政状態に基づく実質価額を取得原価と比較すること

により、実質価額の著しい低下を示す状況がないかを

検討した。

・実質価額の著しい低下を示す状況がある国内子会社に

ついて会社が作成した事業計画を閲覧し、回復可能性

の有無について検討した。
 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社メディックス(E40420)

有価証券報告書

104/104


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第1企業の概況
	1主要な経営指標等の推移
	2沿革
	3事業の内容
	4関係会社の状況

	第2事業の状況
	1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	2サステナビリティに関する考え方及び取組
	3事業等のリスク
	4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	5重要な契約等
	6研究開発活動

	第3設備の状況
	1設備投資等の概要
	2主要な設備の状況
	3設備の新設、除却等の計画

	第4提出会社の状況
	1株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストック・オプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	2自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	3配当政策
	4コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの概要
	(2)役員の状況
	(3)監査の状況
	(4)役員の報酬等
	(5)株式の保有状況

	5従業員の状況等
	(1)人材戦略に関する基本方針等
	(2)従業員の状況


	第5経理の状況
	1連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書

	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	資産除去債務明細表


	(2)その他

	2財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	売上原価明細書

	③株主資本等変動計算書
	注記事項

	④附属明細表
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第6提出会社の株式事務の概要
	第7提出会社の参考情報
	1提出会社の親会社等の情報
	2その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

